
  平成３０年 第１２回教育委員会 会議録 
日  時 平成３０年９月２５日（火） 午後４時００分～午後５時２０分 

場  所 向日市役所 大会議室 

出席委員 永野教育長、前田委員、白幡委員、松本委員、流石委員 

事 務 局 教育部長、副部長兼文化財調査事務所長、副部長兼文化資料館長、副部長

兼学校教育課長、教育総務課長、生涯学習課長、図書館長、生涯学習課担

当課長、学校教育課担当課長、教育総務課主幹、学校教育課主幹４名、教

育総務課副課長、教育総務課主任  

議   題 

議案第１５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

に関する報告書について 
員会諸報告 

傍 聴 者  なし 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会宣言 

 

会議規則の規定により、第１１回の会議録の承認について諮る。 

 

（全員異議なし） 

 

会議録は承認された。 

まず、議案第１５号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価に関する報告書について」を上程する。 

 

― 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する

報告書について ― 

 
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条第１項の規定

で、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検

及び評価を行い、報告書を作成し、議会に提出することとされている。 

また、報告書の作成については、同条第２項の規定により、学識経験者

の知見の活用を図ることとされており、外部評価委員２人から、成果、課

題、今後の方向性について、意見、助言等を得た。 

本案はこの報告書を議会に提出するにあたり、教育長に対する事務委任

規則第２条第１２号の規定により、教育委員会の議決を求めるものであ

る。 

報告書に記載する教育委員会の権限に属する事務としては、教育基本法

第１７条第２項に基づく「本市における教育の振興のための施策に関する

基本的な計画」と位置付けている「ふるさと向日市創生計画」の教育分野

中心の主要１２施策４７事業となる。 
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内容については、教育委員会の活動状況や事業内容と外部評価委員の意

見等で、事務事業の評価や更に良いものとするための意見や要望が含まれ

ている。 

今後は、これらの意見等をもとに、事務事業に取り組んでいきたいと考

えている。 

 
【質疑等】 

 

学校への巡回教育相談が２３９件とあるが、巡回の頻度はどうか。 
また、教職員研修について、定員は設けているのか。 
 
巡回教育相談については、学期ごとに、各学校１回から２回行っている。 
教職員研修については、会場の大きさや、グループワークの作業等を鑑

みておおよその定員を設け、調整している。 
 
ここ最近の情勢から、大きな災害が身近に感じる中で、例えば避難の仕

方や危険個所の把握といった災害に関する教育は行っているのか。 
 
以前から行っている避難訓練が主な役割を果たしており、時期をあわせ

て大雨、地震、火事、不審者についての４つを実施する時期を考えて学校ご

とに取り組んでいる。 
またそれ以外に、先の西日本豪雨災害時など、その時々に応じて臨時に

学級指導を行っている。 
 
交通安全教室を実施しているが、向日市の道路を走る児童、生徒の自転

車の乗り方について、危険だと思うことがしばしばある。また、歩行場所等

についても危険な時があるので、交通安全についての指導は必要である。 
 
小学校については、集団登校を行っており、そのための学習が必ず学期

に２回はあるので、その折に歩行等の指導を行っている。 
また、今年度から自転車の保険が義務化されているので、自転車の乗り

方と合わせての指導を改めて見直しており、歩行と自転車と組み合わせた

指導を行ってまいりたい。 
 
向日市公共施設等総合管理計画に基づき学校別に個別計画を定めていく

必要があると記載されているが、具体的にはどういうことか。 
 
これからの公共施設等について、例えば防水や外壁改修・内装の改修と

いった大規模な改修について、学校ごとに計画を行うものである。 
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留守家庭児童会の指導員についての研修会について、内容を教えて欲し

い。 
 
留守家庭児童会の指導員研修は、生涯学習課が主催となり、危機管理や、

緊急時の対応、消防訓練等、また人権研修等について年に数回実施してい

る。 
 
夏休みの作品展を拝見したが、向日市や自身の学校についての自由研究

が多くみられ、ふるさと学習と結びついた成果だと思う。 
図書館にについて、夏休みになると児童生徒が多く本を借りに行くが、

カウンター等に読書感想文の文集が配架されていると参考になると思う

が、可能か。 
 
２階に閲覧用が配架されている。 
 
 
議案第１５号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

に関する報告書について」の採決を行う。 

 
（全員挙手） 

 

全員挙手により、議案第１５号は承認された。 

次に、委員会諸報告として「臨時代理について」報告願う。 
 
平成３０年度向日市一般会計補正予算について、教育長に対する事務委

任規則第５条の規定により、平成３０年９月１３日に異議ない旨の臨時代

理を行ったので報告する。 
先の９月４日の台風２１号の影響で、教育委員会所管分及び首長部局の

庁舎や道路・公園・保育所等の施設等が被害を受けたことによる修繕費等

を補正予算として計上した。 
内容について、学校施設においては、木が倒れたことによりフェンスが

傾いた等により小学校で２，０００万円、中学校では６，２００万円計上し

た。 
物集女公民館については、窓ガラスの修繕等を行うため２００万円を計

上した。 
そのほか、図書館の駐輪場の屋根破損や、文化財では車塚古墳の墳頂の

杉の木の処理費用等を計上し、教育委員会所管分として、９，０１２万を計

上した。 
 

【質疑等】 



委員 

 

事務局 
 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 
 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 
 
 
 
 
 
 
委員 
 
 
 
事務局 
 
 
 
委員 
 
 
事務局 
 
 
 

屋根の飛来等が地域に被害があった事象で、賠償等は発生していないか。 
 
寺戸中学校の屋根については、広範囲に飛来してしまったため、被害状

況について把握ができていない。また、向陽小学校では、木が民家に倒れ

てしまい、被害を与えた事象がある。 
しかし基本的には、災害に係る賠償責任は考えておらず、修繕等に係る

経費がこの補正予算には計上されている。 
 
学校施設等は保険には加入していないのか。 
 
市有物件で保険は加入しており、対象になるかを調査しているところで

ある。 
 
教育長に対する事務委任規則第５条の規定により、承認を求める。 
 
（全員挙手） 
 
全員挙手により、承認された。 

次に、「向日市議会平成３０年第３回定例会一般質問答弁要旨及び総務

文教常任委員会質疑について」報告を願う。 

 

（資料に沿って概要を説明） 

 

【質疑等】 

 
給食の食物アレルギーについて、医療機関からの「生活管理指導表」の内

容をもとに、１１月頃から保護者等との面談を行うとあるが、その後の面

談の頻度はどうか。 
 
生活管理指導表については、原則、年に一度提出していただく。 
また、アレルギーが改善され食べられるようになった、新たにアレルギ

ーの種類が増えた等については、随時面談等を行うことを想定している。 
 
先の台風により、学校給食センターの工事に影響があったということだ

が、給食は問題なく開始できそうか。 
 
学校給食センターについて、事前に外壁の換気口等について雨風が浸入

することのないように全て塞いでいたが、台風の勢力が強く、建物の中に

雨風が浸入してしまった。 
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衛生管理上問題があるため、雨水等が浸入した管については全て撤去・

交換することとなった。雨水等が浸入した管については天井の中にあり、

天井の工事を止めて配管を交換したことにより、約１か月当初より工事が

遅れる見込みとなっている。 
 
学校における災害時の対応について、様々な意見があると思うが、臨機

応変に対応して欲しい。 
また、ＡＥＤ使用について触れてあるが、今後、中学校でもＡＥＤ使用の

指導を行うということか。 
 
新学習指導要領において、実習を伴う旨が明記されているため、授業の

中でＡＥＤの実習等は行う予定にしている。しかし、設備等については今

後検討する。 
 
中学校給食の実施に伴い、時間割の変更等について検討しているとのこ

とだが、学校ごとに時間割を決めるのか。 
 
基本的には学校長判断となるため、学校ごとで異なる。 
 
次に、「中学校給食実施に伴う保護者説明会の実施結果について」報告を

願う。 
 
今年度３学期から中学校給食を実施するということが決定したため、そ

れを踏まえ、学校ごとに保護者説明会を行ったところである。実施日時、参

加保護者数等は資料のとおりである。 
教育委員会の職員がパワーポイント等を使用し、中学校給食導入の経緯

や中学校給食の内容について説明を行った。主に献立や配膳方法について

説明を行い、また給食費が月額４，９５０円となること、小学校とは異なり

公会計となることで、市が給食費を徴収する旨等を伝えた。 
また、アレルギー対応について調査票を配布しそのうえで面談を行うこ

とを説明した。 
質疑等を受けた主な内容については、資料に記載のとおりである。 
まず、具体的な開始日については、３学期の始業式の翌日からを検討し

ていたが、災害の関係で工事の遅れが発生し、スケジュールが未定である

ことを伝えた。時間割についても、現在検討中であり、併せて学校を通じて

お知らせすると伝えた。 
配膳用のリフトの設置については、検討の結果、リフト設置にあたり耐

震補強工事や校舎の建て替え等が発生する恐れもあることから、現状は見

送ったことを説明し、また、リフトを使用していない学校を視察し、それを

踏まえて指導方法について各学校と検討する旨を伝えた。 
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調理委託業者については、小学校とは異なり株式会社グリーンハウスに

委託している旨を答えた。 
また牛乳が苦手な生徒への対応について、牛乳を含めたエネルギー量を

計算して献立をたてているため、基本的には飲むようにお願いした。 
しかし、体調等によって無理強いすることはできないので、あくまでも

自己判断でお願いしたいと説明した。 
アレルギー除去申請については、アレルギーが出る食材がある場合につ

いては、全て生活管理指導表の提出をお願いしたい旨伝えた。 
補食については、現在もお弁当以外の食物は禁止しているため、同様に

給食以外の食物は禁止をする。生徒一人一人の食べる量に差が生じるため、

クラス単位で量については調整を行い、クラス全体が足りない等が生じた

場合、適宜調整する旨を説明した。 
最後に、災害等で急に給食が停止した場合でも、食材については既に発

注しているため、衛生管理に留意しながら使用できるものは翌日以降に使

用するため、その分の給食費については返金しない旨説明した。 
 

【質疑等】 

 
牛乳の配達業者は既に決まっているのか。 
 
小学校の給食で依頼している業者で調整を行っている。 
 
 

 閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
平成３０年第１２回教育委員会 

                   

                                              平成３０年９月２５日（火） 

午後４時００分から 

                                              向日市役所 大会議室 

 

１ 開    会 

 

２ 会議録の承認について 

 

３ 議  案 

（１）議案第１５号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関す

る報告書について 

（２）委員会諸報告                        

・臨時代理について 

・向日市議会平成３０年第３回定例会一般質問答弁要旨及び総務文教常任委員

会質疑について 

・中学校給食実施に伴う保護者説明会の実施結果について 

 

４ 閉    会 

 



向日市教育委員会議案第１５号 

 

 

 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告書につ

いて 

 

 

  上記のことについて、教育長に対する事務委任規則（昭和３１年教育委員会規則第

４号）第２条第１２号の規定により、教育委員会の議決を求める。 

 

 

 

      平成３０年９月２５日提出 

 

 

 

                      向日市教育委員会 

                      教育長 永 野 憲 男  



（案） 
 

 

平成３０年度 
教育に関する事務の管理及び執行の 

状況の点検及び評価に関する報告書 
 

（平成２９年度事業） 
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Ⅰ はじめに  
  
 
１ 趣旨  

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第２６条により、教育委

員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検

及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとと

もに、公表しなければならないとされております。  
また、点検及び評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図るものとするとされております。  
このため、本市教育委員会では、効果的な教育行政の推進に資するとと

もに市民の皆様への説明責任を果たすため、事務事業の実績について取り

まとめ、成果や課題について検証しました。  
また、学識経験者である市教育委員会外部評価委員の方のご協力を得て、

様々な意見・助言等をいただきましたので、その結果を報告します。  
 
 
２  点検・評価の対象及び方法  

教育基本法第１７条第２項に基づく「本市における教育の振興のための

施策に関する基本的な計画」と位置づけている「ふるさと向日市創生計画」

で定める重点施策や取組事業を踏まえ、主要な１２施策４７事業を外部評

価対象事業とし、委員の方から施策ごとに様々な意見・助言等をいただき

ました。  
 
 
（１）点検・評価委員  

氏 名  役職等  
前坂 あや子  元高知県教育委員会事務局就職アドバイザー  
松宮 功  大阪国際大学短期大学部教授  

 
 
 
（２）点検・評価会議開催状況  

 第１回点検・評価会議（平成３０年７月１９日開催）  
 第２回点検・評価会議（平成３０年８月 ９日開催）  

第３回点検・評価会議（平成３０年８月２３日開催）  
 
         



Ⅱ　教育委員会の活動状況（平成２９年度）

１　教育委員会構成員

役　職 氏　名 就　任　日   任 期 満 了 日

教育長 永野　憲男 平成27年7月1日 平成30年6月30日

教育長
職務代理者

前田　信行 平成14年10月1日 平成30年9月30日

委　　員 白幡  節子 平成17年12月10日 平成33月12月9日

委　　員 松本　克彦 平成20年10月1日 平成32年9月30日

委　　員 流石　智子 平成27年10月1日 平成31年9月30日

（１）教育長の異動

（２）委員の異動

　　　なし

      平成２９年１２月９日で白幡委員が任期満了となり、１２月１０日付けで再任された。
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２　教育委員会の開催状況 １４回

回 開催日 時　間

平成29年
第5回

4月25日(火) 午前10時00分～
10時44分

第6回 5月23日(火)  午後1時30分～
1時34分

第7回 7月11日(火) 午後3時00分～
4時12分

第8回 8月18日(金) 午前9時30分～
10時42分

第9回 8月22日(火)
午後3時00分～

3時40分

付議案件等

（報告事項）
・平成２８年度学校教育課新規事業の実施状
  況について
・文化資料館催しについて
・第４向陽小学校プール改修工事について

（議案第９号）
　向日市議会平成２９年第２回定例会の議決
　を経るべき案件に対する意見について

（報告事項）
・向日市議会平成２９年第２回定例会一般質
　問答弁要旨及び総務文教常任委員会の質疑
　について
・小中学校トイレ改修工事について
・向日市中学校給食事業基本計画について
・図書館自習室について

（議案第１０号）
　向日市議会平成２９年第３回定例会の議決
　を経るべき案件に対する意見について
（報告事項）
・中学校総合体育大会結果について
・第１４回向日市小学生夏休み作品展につい
　て
・第１５回向日市中学生美術展及び第１１回
　向日市中学生書道展について
・第１４回向日市中学生弁論大会について
・第２向陽小学校前面道路拡幅工事について
・重要無形文化財の保持者の追加認定（総合
　認定）について

（議案第１１号）
　平成３０年度に使用する小中学校教科用図
　書の採択について
（議案第１２号）
　平成３０年度に使用する学校教育法附則第
　９条に規定される教科用図書の採択につい
　て
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回 開催日 時　間

第10回 9月26日(火)
午後2時00分～

3時20分

第11回 10月24日(火)
午前9時30分～

9時43分

第12回 11月14日(火)
午後2時00分～

2時28分

第13回 12月26日(火) 午後2時00分～
3時00分

平成30年
第1回

1月23日(火) 午後2時00分～
2時16分

第2回 2月13日(火) 午前10時00分～
11時30分

（議案第１号）
　向日市議会平成３０年第１回定例会の議決
　を経るべき案件に対する意見について
（報告事項）
・平成３０年度向日市の教育の改訂について
・平成２９年度第２回いじめ調査の概要につ
  いて

付議案件等

（議案第１３号）
　教育に関する事務の管理及び執行の状況の
　点検及び評価に関する報告書について
（報告事項）
・向日市議会平成２９年第３回定例会一般質
　問答弁要旨及び総務文教常任委員会質疑に
　ついて
・向日市立小中学校トイレ改修工事について

（議案第１５号）
　向日市議会平成２９年第４回定例会の議決
　を経るべき案件に対する意見について
（報告事項）
・向日市地区公民館耐震診断の結果について
・小学校外国語活動の新教材「We Can！」等
　について

（報告事項）
・向日市議会平成２９年第４回定例会一般質
　問答弁要旨について
・通学区域弾力化制度の受付結果について
・乙訓小学校駅伝の結果について
・第１６回小中学生読書感想文コンクール表
　彰式について

（議案第１４号）
　いじめ防止対策推進委員会委員の委嘱につ
　いて

（報告事項）
・平成３０年度向日市の教育の改訂について
・平成２９年度文部科学大臣優秀教職員表彰
  について
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回 開催日 時　間

第3回 2月20日(火) 午後2時00分～
2時32分

第4回 2月26日(月) 午前9時30分～
10時00分

第5回 3月27日(火) 午前9時30分～
11時15分

（議案第４号）
  向日市教育委員会事務局組織規則及び向日
  市教育委員会職員の職の設置に関する規則
  の一部を改正する規則について
（議案第５号）
　向日市スポーツ推進委員の委嘱について
（議案第６号）
　人事に関することについて
（報告事項）
・向日市議会平成３０年第１回定例会一般質
　問答弁要旨及び総務文教常任委員会質疑に
　ついて

（議案第３号）
　人事に関することについて

（議案第２号）
　平成３０年度向日市の教育について

付議案件等
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３ 教育委員会委員の主な活動 

（１）教育委員会関係行事への参加（教育長のみが出席したものを除く） 

   ・小中学校入学式・卒業式 

・小中学校訪問 

・小中学校体育大会 

・小学校水泳記録会 

・中学生弁論大会 

・小学生夏休み作品展  

・中学生美術展・書道展 

・小学校陸上運動交歓記録会 

・小中学校公開授業、研究発表会 

・中学生英語スピーチ大会 

・乙訓地方小学生駅伝大会 

・成人式      

・京都西山高等学校入学式・卒業式 

・京都府立向日が丘支援学校入学式・卒業式 ほか 

 

（２）研修・協議会等 

・乙訓教育委員会連合会教育委員研修会 

・乙訓教育委員会連合会定期総会 

・京都府市町村教育委員会連合会定期総会・研修会 

・京都府内市町（組合）教育委員会研修会 

・近畿市町村教育委員会研修大会 
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Ⅲ 事業評価シート（平成２９年度事業） 
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施策番号 １ 

施策名 学力の向上と個性を伸ばす教育の推進 

 

施策の目指す姿 

基礎的･基本的な知識･技能の確実な習得をはじめ、知識･技能を活用して課題を解決するた

めに必要な思考力･判断力･表現力等や主体的に学習に取り組む意欲･態度を統合した「質の高

い学力」を育成するため、指導方法･指導体制を工夫･改善し、個に応じた指導の充実に努め

る。 

施策の方向性 

① 学習指導の充実 

② 特別支援教育の充実 

③ キャリア教育の充実 

④ 現代的課題に対する関心を高め、理解を深める教育の充実 

⑤ 校種間連携の強化 

 

事業名 研究指定  施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○京都府教育委員会指定「学力向上システム開発校」・向日市教育委員会指定 

第２向陽小学校 

「数学的な見方・考え方を養う」 

 ～児童の「問い」が連続する みんなで学び合う 学習サイクルを構築し

ながら～ 

（授業研究・学習環境の整備等） 

                 公開授業 １１月 １日 約５０人参加 

第４向陽小学校 

「自分の考えを持ち、自分から人と関わろうとする児童の育成」 

（授業研究・学習環境の整備等） 

研究発表 １１月１０日 約１１０人参加 

○京都府乙訓教育局指定「OASIS 校」・向日市教育委員会指定 

 向陽小学校 

「伝え合う」「学び合う」「高め合う」～自分の言葉で表現する児童の育成～ 

（授業研究・学習環境の整備等） 

          公開授業 1 月２９日 約１２０人参加 

 西ノ岡中学校 

「基礎・基本を確実に身に付け、自ら学び考え、豊かに表現する生徒の育成」 

（授業研究・学習環境の整備等） 

          公開授業 ２月 １日 約４０人参加 

 寺戸中学校 

「自ら考え、主体的、対話的に学ぶ生徒の育成～授業改善と学習習慣の定着～」

    (授業研究・学習環境の整備等) 

                  公開授業 １１月１６日 約６０人参加 

担当課 学校教育課 
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事業名 学力テストの実施 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○各種学力テストを実施し、児童生徒の学習の定着状況を把握するとともに結

果分析から指導改善につなげた。 

（向日市）標準化された学力テスト（CRT） 

国語、算数・数学、理科、社会、英語 

小学校４年生～中学校３年生 

（京都府）学力診断テスト 小学校４年生、中学校１年生、２年生 

（文科省）全国学力・学習状況調査 小学校６年生、中学校３年生 

担当課 学校教育課 

 

事業名 特別支援教育の充実 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

〇向日市教育支援委員会において、小中学校に在籍又は就学予定の幼児、児童

及び生徒について、障がい等に配慮した適切な就学について協議し、相談及び

指導を行った。 

 相談件数 ９５件（就学前２８件、小学校４３件、中学校２４件） 

〇各校の状況に応じ、特別支援教育支援員を配置し、教育上特別の支援を必要

とする児童生徒に対する支援を行った。 

 全小中学校に配置 小学校２１人、中学校７人 

〇就学奨励費を支給し、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負

担軽減を図った。 

給付内訳（給付対象人数：小学校５６人、中学校１９人） 

学用品等購入費（小学校５６人、中学校１９人）、給食費（小学校５６人） 

校外活動費（宿泊あり・宿泊なし）（小学校６人・５４人、中学校０人・ 

１７人） 

修学旅行費（小学校７人、中学校７人） 

体育実技用具費・柔道（中学校３人） 

新入学児童生徒学用品費等（小学校１４人、中学校７人） 

担当課 学校教育課 

 

事業名 職場体験 施策の方向性 ③ 

事業概要 

実 績 

○望ましい職業観や勤労観等を身につけさせるため、市の「総合的な学習」補

助金や府教育委員会補助事業「KYO 仕事・文化体験活動推進事業」等を活用し、

介護や農作業等の体験活動や地域社会における職場体験を実施した。 

 小学校：農作物の栽培、保育所や幼稚園での幼児との交流、介護体験 等 

 中学校：市内の事業所等における２年生の職場体験 １１５事業所 

     勝山中学校  ４日間（１０～１１月）事前授業を含む 

     西ノ岡中学校 ４日間（１１月） 

     寺戸中学校  ４日間（１１月） 

担当課 学校教育課 

 



10 

事業名 現代的課題への関心 施策の方向性 ④ 

事業概要 

実 績 

〇法やルールに関する教育（京都府教育委員会指定） 

 寺戸中学校「自分を大切にするとともに、他者を大切にする生徒の育成」 

・生徒が、決まりやルールの在り方を考えることで、人と人とのつながりや思

いやりの心を深めることができた。 

〇生命のがん教育推進プロジェクト事業（京都府健康福祉部） 

 第２向陽小学校 ６年生（８０人） 

・がんに関する知識を医師やがん経験者から直接学び、生活習慣の大切さにつ

いて学ぶとともに、健康と命の大切さについて考えることができた。 

担当課 学校教育課 

 

事業名 校種間連携の充実 施策の方向性 ⑤ 

事業概要 

実 績 

〇各中学校校区（勝山中、西ノ岡中、寺戸中）において、学力向上を目的とし

た取組や児童生徒間の交流を実態に応じて実施した。 

・児童生徒 

  部活動体験 向陽小６年（９９人）、５向小６年（８５人） 

     見学 ３向小６年（８５人）、４向小６年（９３人） 

西ノ岡陸上部が指導 ２向小６年（８０人）、６向小６年（６１人） 

  （小学生陸上交歓記録会に向けての練習）  

中学校の授業体験 ２向小６年（８０人）、６向小６年（６１人） 

中学校の体育祭見学 向陽小６年（９９人）、５向小６年（８５人） 

（体育祭予行を見学）３向小６年（８５人）、４向小６年（９３人） 

・教職員 

  合同研修会（学力分析、生徒指導など） 

   勝山ブロック（８月、約１００人） 

   西ノ岡ブロック（８月、約８０人） 

  合同授業研究会（公開授業の参観、事後研究など） 

   勝山ブロック 

（向陽小へ約１１０人、５向小へ約１００人、勝山中へ約１００人） 

   西ノ岡ブロック 

（２向小へ約５０人、６向小へ約６０人、西ノ岡中へ約４０人） 

   寺戸ブロック 

（３向小へ約６０人、４向小へ約１１０人、寺戸中へ約６０人） 

〇幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続が図られるように、教職員の交流

や幼児と小学生の交流等を実施した。 

・幼児児童の交流行事 

小学校での遊び 全小学校１年 

小学校での授業 ４向小１年、５向小２年 

小学校での給食 ２向小１年、６向小１年 

小学校の体育大会への招待 向陽小、６向小 

児童の園訪問 ３向小５年 
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・教職員（全小学校実施） 

  保幼小交流会（参観、懇談）、異校種体験、参観授業 

  合同研修会に参加（京都府乙訓教育局主催事業） 

担当課 学校教育課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○学力の向上と個性を伸ばす教育の推進に向け、各学校が、状況や実態に合わせ、研究テー

マをもとに研究を深め、成果を公開授業や授業研究会で発信するとともに、市内小中学校の

教員の相互の参加を積極的に行うことで、成果の波及につながった。 

 

○教育支援委員会では学校や保育所、幼稚園、療育等関係機関、保護者と連携して、児童生

徒一人一人に応じた教育的支援の在り方について相談できた。また、各小中学校では、特別

支援教育支援員による児童生徒支援の充実が図られた。 

 

○各学校の特色を生かした体験活動や職場体験など発達段階に応じたキャリア教育を進める

ことで、勤労することの喜びや大変さなどに気付かせるとともに、将来の夢や希望につなげ

たり、規範意識や社会性を身に付けさせることができた。 

 

○校種間連携の取組が、各小中学校の状況に応じて実施できた。子どもの異校種体験や交流

を進めるとともに、指導者による合同研修会や交流を継続して開催することで、異校種間で

の教育内容の違いや育てたい姿の共通理解が進んだ。 

 

【課題】 

○児童生徒一人一人に応じた教育的支援の在り方について、充実させるためにも、就学前か

ら就学後の支援に関して、支援ファイルなど福祉関係機関ともさらに連携して進めていく必

要がある。 

 

○各学校は、児童生徒が体験をすることが目的にならないように、体験活動前後の学習を計

画的に進め、体験を児童生徒の職業観や勤労観につなげることを意識して指導する必要があ

る。 

 

○学習指導要領の趣旨を踏まえ、校種間連携の取組をさらに充実させる必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○学習指導において、研究指定を数年にわたり継続的に行っていることは評価できる。長期

にわたり実施することで、これまでからの研究方法にとらわれ過ぎることがないよう、柔軟

に対応を行ってほしい。 
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○学力テストにおいて、成績の低い教科に着目して何が課題であるか分析するだけでなく、

研究指定に関わって研究している教科にも着目し、学力の伸びや定着している部分について

も評価することで研究の価値が出るうえに、学習指導にも還元できる。 

 

○職場体験について、近隣市町より日数が一日多いことは評価できる。生徒は、様々な分野

に別れて職場体験を行うが、共通する部分をキャリア教育として教えてほしい。 

 

○全小中学校に特別支援教育支援員が配置されている点は評価できる。また、向日市教育支

援委員会が充実しているため、特別支援教育コーディネーターを複数名配置することにより、

コーディネーター同士が学びあい、人材育成につながり、学校の状況を把握することでひい

ては、学校全体の支援につながる。 

 

○校種間連携の取組について、交流を実施することでお互いの共通理解が進んだことが評価

できる。教職員間の交流について、事業をきっかけに関係性を構築することで、児童生徒の

学力向上につながると考えられるため、積極的に継続してほしい。 
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施策番号 ２ 

施策名 豊かな人間性をはぐくむ心の教育の推進 

 

施策の目指す姿 

 学習指導要領に規定された公共の精神、伝統や文化の尊重などを踏まえ、伝統や文化に関

する教育や道徳教育、体験活動を充実させるとともに、家庭、地域社会と一体となって、人

間として、また社会の一員として主体的に生きるための基本となる資質や能力である豊かな

人間性や社会性の育成を図る。 

施策の方向性 

① 道徳教育の充実 

② 人権教育の推進 

③ 生徒指導の充実 

④ 芸術・文化活動の充実 

 

事業名 道徳の時間実践交流 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○授業改善に生かすため、研究授業の参観・研究協議等を通して、児童生徒の

心に響き、道徳的価値の自覚を促す指導方法などについて研修を実施した。 

参加者数 １２人（各校教務主任・道徳教育推進教師等） 

 日 時  平成３０年２月９日（金）午後２時２５分～午後４時 

 研究授業 寺戸中学校 第２学年 

 資料名 「左手でつかんだ音楽」（出典：『明日をひらく』東京書籍）  

 指導する内容項目  １－（４）真理の追究・理想の実現 

担当課 学校教育課 

 

事業名 人権教育 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○あらゆる人権問題に対し、豊かな人権感覚を持ち、幸せな社会生活を営める

よう、人権意識の高揚につながる取組を行った。 

・人権教育に関わる授業 

 小学校１０４．２時間 中学校６１．７時間 

（全学年、年間合計時間の平均） 

・参観、公開授業   

各小中学校で実施 各１回 

・教職員研修（同和問題） 

 向日市教職員研修 １講座 

各小中学校で実施 １１講座（小学校７講座、中学校４講座） 

担当課 学校教育課 
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事業名 教育相談等 施策の方向性 ③ 

事業概要 

実 績 

〇適応指導教室の設置 

 市内の不登校の児童生徒を対象に教育相談に応じたり、集団への適応力を培

うための指導を行ったり、児童生徒の主体性を育成し、早期に学校へ復帰でき

るよう、適応指導教室「ひまわり広場」を設置した。 

 指導員３人（９月から４人） 

１２３日開設（水・木・金）、通室児童生徒９人（小学校５人、中学校４

人） 

〇教育相談事業の充実 

 来所による相談、電話による相談、学校への巡回相談、家庭訪問による相談

を実施した。中でも学校への巡回相談はニーズが高く、巡回相談は、臨床心理

士を３人、作業療法士１人の計４人で担当した。 

（各相談件数） 

 ・来所教育相談件数（市役所、天文館等）延べ３２４件 

 ・電話教育相談件数 延べ１５件 

 ・学校への巡回教育相談（９校） 延べ２３９件 

 ・家庭訪問による教育相談 延べ６２件 

〇心の相談サポーター事業 

 不登校の未然防止や早期解決を図るため、登校できるが教室には入りにくい

不登校傾向の児童生徒を対象に、学習支援や教育相談等を行い、生徒の悩み、

不安、ストレス等の解消を図り、心にゆとりを持てるような環境の提供を行っ

た。 

臨床心理学を学ぶ大学院生 ８人 

配置校 小学校３校、中学校１校 （各校週２日）  

対応件数 延べ７８４件 

担当課 学校教育課 

 

事業名 子ども未来づくり支援事業（体験活動） 施策の方向性 ④ 

事業概要 

実 績 

〇児童生徒の体験活動 

 各学校が、それぞれの学校の実態や地域の特色を踏まえ、伝統や文化につい

ての児童生徒の体験的な学習や、知的好奇心を育む学習などを実施した。 

（目的別体験活動件数） 

 ・学力向上（教科や領域など） ２７件（小学校２０件、中学校７件） 

 ・体験活動（農業、栽培など） １１件（小学校 ８件、中学校３件） 

 ・伝統文化（落語、狂言など） ２０件（小学校１８件、中学校２件） 

 ・健康安全（食、安全など）  １０件（小学校 ５件、中学校５件） 

担当課 学校教育課 
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施策の成果と課題 

【成果】 

○参観した道徳の授業について、教師の発問と生徒の姿をもとに研究協議をしたことで、め 

あてを意識した授業展開の大切さについて、認識を深めることができた。 

 

○全小中学校で、人権学習を実施し、人権尊重の意識の高揚を図るとともに、参観授業によ

り授業を公開することで啓発もできた。また、市教委や各小中学校で同和問題についての教

職員研修を行い、同和問題学習を進めるための教員の資質向上を図った。 

 

○不登校傾向の児童生徒や保護者に対する教育相談や学習支援などを行うことができた。ま

た、不登校傾向の児童生徒を支援することで登校や登校後に友達と関わるなど活動の広がり

が見られた。 

 

【課題】 

○「特別の教科 道徳」の実施に向け、教科化の背景や指導・評価について、今後も研修を 

深め、保護者への説明や啓発に努める必要がある。 

 

○不登校や学校に来ているけれども授業に入りにくい児童生徒が増加しており、一人一人の

状況に応じた支援をするためのアセスメントを行うとともに、対応のできる組織体制を整備

する必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○道徳的価値の自覚を促す指導方法などについての研修やフィールドワークを実施されてい

る点が評価できる。今後も継続すべきである。また、人権教育についても、継続して研修を

してほしい。 

 

○心の相談サポーター事業において、児童生徒と年齢が近いことで得ることができる情報等

が重要である。今後も臨床心理学を学ぶ大学院生の確保に努めてほしい。 

 

○子ども未来づくり支援事業において、各学校が主体となり活動できる仕組みが評価できる。 
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施策番号 ３ 

施策名 健やかな身体の育成と体力の向上 

 

施策の目指す姿 

明るく生きがいのある生活を営むために、生涯を通じて体育・スポーツ活動に親しむこと

ができる能力や態度を育てるとともに、現代的な健康課題への理解を深め、健やかな身体の

育成を図る。 

施策の方向性 

①  体力・運動能力の向上  ② 健やかな身体の育成  ③ 食育の推進 

 

事業名 新体力テストの実施 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

〇各校では新体力テストを５月に実施した。 

（実施種目）握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、２０ｍシャトルラ

ン、５０ｍ走、立ち幅跳び、ボール投げ（計８種目） 

【８種目のうち、全国平均を下回る学年の多い種目を継続観測】 

平成２９年度 

新体力テスト

結果 

握力（Kg） ２０ｍシャトルラン（回） 

項

目 
年度 向日市 京都府 全国 向日市 京都府 全国 

小

６ 

男

子 

29 年度 17.70 18.77 

19.76 

63.83 66.24 

65.50 

28 年度 19.01 19.11 55.78 66.55 

小

６ 

女

子 

29 年度 18.48 18.68 

19.70 

46.83 52.18 

50.47 

28 年度 18.88 18.76 45.64 53.01 

中

３ 

男

子 

29 年度 34.47 34.71 

35.02 

99.33 97.42 

98.77 

28 年度 31.79 33.74 97.87 96.93 

中

３ 

女

子 

29 年度 24.27 25.05 

25.74 

64.00 62.70 

62.59 

28 年度 23.03 25.16 61.46 64.51 

 
※全国平均値＝前年度平均値（未発表のため） 

 
 

担当課 学校教育課 
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事業名 健康に関する授業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

〇全小中学校で薬物乱用防止教室を実施した。 

 向陽小 ５・６年（１月）、２向小 ５・６年（１月） 

 ３向小 ６年生（１２月）、４向小 ６年生（６月） 

 ５向小 ４・６年生（７月）、６向小 ６年生（７月） 

 勝山中 ２年生（７月）、３年生（７月）、西ノ岡中 全学年（６月） 

寺戸中 ３年生（７月） 

担当課 学校教育課 

 

事業名 食育・学校給食運営 施策の方向性 ③ 

事業概要 

実 績 

〇小学校では、農作物栽培をし、給食等で活用した。 

・農作物例 １・２年生（さつまいも、ミニトマト） 

      ３・４年生（みずな、なす、へちま、ゴーヤ、大根） 

      ５・６年生（かぼちゃ、冬瓜、米、じゃがいも） 

・給食等の活用例  大根、みずな、さつまいも 

○給食実施児童数 ３，０６９人（H２９．５．１現在） 米飯給食週４回実施  

食器消毒保管庫、牛乳保冷庫、冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、検食保存用冷凍庫等、

給食備品の整備により、給食室衛生管理の徹底を図った。 

 給食室害虫駆除、栄養教諭等保菌検査、食材検査、専門家による研修等を実

施し、衛生管理の徹底を図った。 

○食物アレルギーを有する児童へ医学的根拠に基づいた適切な対応ができた。 

 食物アレルギー ２１２人 (有症率６．９％)  

（そのうち、除去食対応については、９６人） 

○給食センター建設に向けて実施設計を進めるとともに、市教委と学校現場に

よる検討組織を立ち上げ、実施上の課題等についての協議・検討及び先進地視

察等を行った。 

担当課 学校教育課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

施策の成果と課題 

【成果】 

○全小中学校で、薬物乱用防止教室に関わる授業を実施することができた。また、非行防止

教室等も含め、発達段階に応じた薬物に対する正しい知識と対処について理解を深めること

ができた。 

 

○全小学校で、栽培活動と食育を関連させて学習指導を実施できた。 

また、安心・安全で魅力ある給食を提供することができた。 

 

○施設の改善や備品の更新などを行い、給食室の衛生環境の維持向上を図ることができた。 

 

○平成３０年３月に給食センター建設工事に着工するとともに、検討組織において給食実施

に向けた教職員向けの指導の手引きやアレルギー対応マニュアル案等の策定を進めることが

できた。 

 

【課題】 

○握力及びシャトルランは、小学校で男女ともに全国平均を下回っていることが多く、引き

続き小学校では、低学年からの鉄棒や遊具を使用した遊びを積極的に取り入れるなどの工夫

を続け、中学校では、体育授業のはじめに基礎体力作りをするなど、体力向上に向けての取

組を引き続き行う必要がある。 

 

○夏季休業前に薬物乱用防止教室を実施し、薬物に対する正しい知識の習得と非行防止に向

けた取組を実施する必要がある。 

 

○給食センター建設にあわせて各中学校における配膳室の整備を進めるとともに、平成３０

年度中に給食が開始できるよう、アレルギー対応等の教職員研修や保護者説明会を実施して

いく必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○体力テストにおいて、全国平均を下回っている原因等を追究し、課題の克服につなげてほ

しい。 

 

○農作物栽培を行っていることは評価できる。地域の特徴を生かした体験は児童にとって重

要であるため、継続してほしい。 

 

○中学校給食の開始に向けて、食育は生徒の生活習慣の指導を行う一つの機会と捉え実施し

てほしい。アレルギー対応については、小学校のノウハウを生かして実施してほしい。 
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施策番号 ４ 

施策名 家庭・地域社会との連携による特色ある学校づくり 

 

施策の目指す姿 

保護者や地域社会との連携を促進し、家庭・地域社会と一体となった教育活動の充実を図

り、特色ある学校づくりを推進する。 

施策の方向性 

①  開かれた学校づくりの推進 

②  学校改善に生かす学校評価の充実 

 

事業名 ふるさと学習 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

〇小学校では、生活科や社会科とも関連させ、総合的な学習に取り入れた。 

 １年生・２年生：「向日市にふれる」町探検（校区の公園や図書館等の見

学）を通した学習 

 ３年生・４年生：「向日市を知る」特産物（なす、たけのこ）や校区内の特

色（お寺・踊り等）についての学習、簡単な歴史について

の学習 

 ５年生・６年生：「向日市を学ぶ」インタビューやオリエンテーリング等の

体験活動を通して、農作物や歴史・文化についての学習 

〇中学校では、総合的な学習の時間の中で学習した。 

 勝山中  １年生：「福祉、歴史、災害、公園、自然、安全」の中から選択

して調査・研究した内容をまとめ、向日市の未来につい

ての考えをまとめた。 

西ノ岡中 １年生：「向日市の特色」についての調査・研究や竹細工等向日

市の特産品についての体験活動を通して、向日市の未来

についての考えをまとめた。 

      ２年生：「向日市の特色」についての調査・研究を通して、「ふ

るさと新聞」を作成した。 

 寺戸中  ２年生：「向日市の歴史や現状」について調査・研究し、向日市

活性化プロジェクト案を新聞に表現するなど、向日市の

未来についての考えをまとめた。 

○ふるさと学習成果展 

 日 時  平成２９年１２月２３日～平成３０年１月１４日 

 場 所  文化資料館 ラウンジ 

 参加校   第５向陽小学校、西ノ岡中学校、寺戸中学校 

担当課 学校教育課 

 
 
 
 
 



20 
 

事業名 学校評価 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

〇自己評価 

 各学校は、評価計画を作成し、改善した教育活動ができるように創意工夫を

した。 

・学校、学年、学級、校内分掌担当での評価を実施（年２～３回） 

・児童生徒、保護者、学校評議員からアンケート調査を実施（年１～３回） 

・評価と調査を基に教育活動を捉え直し、改善策を明確化 

〇自己評価の公表 

各学校は、自己評価の結果と改善した教育内容の方向性を学校だよりで周知

した。 

・学校経営の方向性について 

・授業づくりの視点について など 

担当課 学校教育課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○全小中学校で「ふるさと学習」が定着し、地域の特色に合わせてフィールドワークや体験

活動を取り入れた学習を実施することにより、児童生徒は、ふるさと向日市について興味関

心を高めることができた。また、ふるさと学習成果展の実施により、一般の方に対して日々

の学習活動に対する理解を深めることができた。 

 

【課題】 

○新学習指導要領への移行期間に伴う総合的な学習の時間のカリキュラムの再編成や、新た

にふるさとの魅力を発見するため、さらに地域との連携を図る必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○ふるさと学習で学んだ内容を、校外に発信する機会を設けてほしい。また、成果展に、来

場された方の意見や感想などを把握し、課題等の発見に努めてほしい。 

 

○学校評価については、各学校定着しつつあるので、今後も工夫しながら継続して行ってほ

しい。 
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施策番号 ５ 

施策名 教職員の資質能力の向上 

 

施策の目指す姿 

 京都府教育委員会「教師力向上のための指針」を踏まえ、教職員一人一人が、研修等によ

り自己の資質能力の向上を図るとともに、培った実践力を教育活動に積極的に生かし、組織

としての学校の教育力を高め、計画的・継続的な教育実践に取り組む。 

施策の方向性 

①  教職員研修の充実  

②  教職員評価の実施 

 

事業名 子ども未来づくり支援事業（教職員研修） 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○教育委員会主催の教職員研修や各学校において、喫緊の教育課題や学校のニ

ーズに沿った教職員研修及び先進校視察研修を実施した。 

①教職員研修 

 年間３日間で７講座実施（延べ５０８人） 

・平成２９年５月１０日（水）午後３時～午後５時 

「コミュニケーション能力」コミュニケーションスキルの向上（８９人） 

「外国語活動、外国語」授業改善の視点（７０人）  

「道徳教育」道徳性を育むための多様な指導方法（７８人） 

・平成２９年８月２１日（月）午後２時３０分～午後４時３０分 

「特別支援教育」すべての児童生徒が分かる授業づくり（７９人） 

「人権教育」同和問題学習の授業づくり（５９人） 

「生徒指導」不登校児童生徒の背景を踏まえた効果的な支援（８２人） 

・平成２９年１０月２５日（水）午後３時～午後５時 

 「授業力向上」主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業（５１人） 

 

②各学校の主な研修 

小学校２６件、中学校１３件（年間通じて複数回を含んだ延べ回数） 

・授業づくり（国語科、算数科、図画工作科、外国語活動など） 

（授業改善、授業のユニバーサルデザイン、アクティブラーニング等） 

・人権教育（同和教育）及び道徳教育 

・児童生徒への支援（児童生徒理解・特別支援教育 等） 

 

③若手教員研修（おおむね採用後２～５年目の教員） 

退職教員による、指導力向上のための支援（８校 ２１人 延べ６５回） 

【主な支援内容】 

・授業参観、授業、学級経営についてのアドバイス 

・教材づくり 
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施策の成果と課題 

【成果】 

○市教委主催の全校教職員対象の研修を開催するとともに、各学校においても現代的教育課

題や教員のニーズに沿った研修の場を設けることができた。 

 

○市教委から退職教員を派遣し、若手教員の知りたい内容に応じた研修を実施することで、

指導力向上に取り組むことができた。 

 

〇先進校視察を行った後、視察内容を学校の実践に生かせるよう校内で広めることで、指導

方法を活用することができた。 

 

【課題】 

○若手教員の増加や教育に対する期待が多様化していく中で、人材育成は、非常に重要であ

り、引き続き、喫緊の課題である新学習指導要領への対応や人権学習などの研修を通じて、

教員の資質向上に努める必要がある。 

 

○学校の実態や状況に応じた実践的な指導力を高めるとともに、校内での人材育成を目的に

各学校での研修を今後も充実させる必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○複数名で先進校視察に行くことで、多様な視点から学校の研究を捉えることができ、効果

的であるため継続してほしい。また、学校側が自校の研究等に合わせて視察地を選択できる

仕組みは評価できる。 

 

○若手教員の研修について、市独自での研修等のシステムが構築できている点が評価できる。

ただ、毎年方法等について見直し、形骸化しないようにしてほしい。 

 

 

④先進校視察研修 

 各校のニーズに応じて実施（小学校１７回３１人、中学校４回５人） 

 【主な研修校、視察テーマ】 

・筑波大学附属小学校 研究発表、研究授業、ユニバーサルデザイン授業 

・岐阜県長良小学校  校内研究の進め方、授業研究 

・横浜国立大学附属横浜中学校 研究発表、授業研究 

担当課 学校教育課 
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施策番号 ６ 

施策名 安心・安全な教育環境の充実 

 

施策の目指す姿 

 児童生徒が安心して通え、楽しく過ごすことができる居場所としての学校づくりに取り組

むとともに、あらゆる危機に対応する力をはぐくむ安全教育の充実を図る。 

施策の方向性 

①  学校における安心・安全の確保 

 

事業名 安心・安全教育 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

〇いじめ調査の概要 

いじめ調査の認知・解消件数（延べ件数） 

年度 平成２８年度 平成２９年度 

項 目 認知 解消 認知 解消 

小学校 1,434   1,414   1,578   1,354   

中学校 132   107   120   101   

合 計 1,566   1,521   1,698   1,455   

 

〇不登校数《年間３０日以上欠席》（平成２８年度） 

・小学校 ０．９１％ （０．８４％） 

・中学校 ３．７０％ （４．１４％） 

 

〇交通安全教室の実施 

 小学校 「歩行練習」１年：３向小、４向小、５向小、６向小 

     「自転車教室」２年：３向小、４向小、５向小、６向小 

     「自転車運転免許教室」４年：向陽小、２向小、３向小、４向小、 

５向小 

５年：６向小 

 中学校 「交通安全教室（自転車）」１年：勝山中、西ノ岡中 

全学年：寺戸中 

担当課 学校教育課 
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事業名 登下校時安全対策 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

①通学路安全推進会議の開催（年２回） 

 向日市通学路交通安全プログラムに基づき、通学の安全対策について協議を

行った。 

構成団体：京都府乙訓土木事務所・京都府向日町警察署 

向日市（防災安全課・学校教育課・道路整備課） 

②交通指導員の配置 

小学校の通学路における交差点や踏切等、登校時２６箇所、下校時１２箇所

の危険箇所に交通指導員を配置し、通学路の安全確保を図った。 

また、老朽化した交通安全啓発用反射電柱幕の交換や新たな設置を行い、通

学路の交通安全について啓発を行った。 

③防犯ブザーの配布 

小中学校の新１年生全員に防犯ブザーを配布した。 

（小学生５２６個、中学生５６１個） 

担当課 学校教育課 

 

事業名 学校施設の整備 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○児童生徒が快適な教育環境のもとで学校生活が送れるよう、校舎内のトイレ

改修を実施した。 

・改修内容 

床面乾式床、洋式大便器、自動洗浄機能付小便器、自動水洗式手洗い器、人

感センサー式 LED 照明機器 

・平成２９年度トイレ改修箇所 

向陽小学校、第３向陽小学校、第４向陽小学校、第５向陽小学校、第６向陽

小学校、勝山中学校、西ノ岡中学校、寺戸中学校（各１箇所） 

担当課 教育総務課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○いじめ調査では、児童生徒の状況をアンケートでつかむとともに、個別の聞き取りによ

り、相談や指導・支援につなげ、いじめ防止や予防につなげることができた。 

 

○通学路安全推進会議において、学校から要望のあった通学路の危険箇所の情報を各機関と

共有し、安全対策について検討を行った。 

また、交通指導員を通行に際し注意が必要な箇所に配置し、児童が安心して通学できるよ

う対策を行った。「学童多し注意」「歩行者多し注意」の電柱幕を設置することにより児童

生徒だけでなく、通行する車両に対しても交通安全に対する啓発を行った。 

さらに、新１年生に防犯ブザーを配布し、不審者から身を守るための防犯・安全意識の啓

発を行うとともに、いざという時に正しく使用できるよう、学校だよりを通じ、定期的な電

池交換と外出時の常時携行について周知を行った。 
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○児童生徒が快適な教育環境のもとで学校生活が送れるよう、校舎内のトイレ改修を実施し

た。 

 

【課題】 

〇いじめ防止等のために、専門的知識を有する者との連携を図り、学校がきめ細かく対応で 

きるよう指導支援に努めるとともに、学校が、実情に応じて組織的な対応や一部の教職員が 

抱え込まず、速やかに対応できるよう常にいじめの早期発見早期対応を常に意識させる必要 

がある。 

 

○不登校児童生徒は増加傾向にあり、一人一人の状況が複雑・多様化する中で、各児童生徒

の理解に加え、保護者対応や医療的な支援など、専門機関との連携を一層進め、一人一人に

応じた効果的な手立てを講じる必要がある。 

 

○道路状況の変化等により通学路の危険箇所は常に変化するため、通学路安全推進会議や学

校・地域と連携して、定期的に交通指導員の配置時間や配置場所について見直しを行う必要

がある。 

また、防犯ブザーを引き続き配布するとともに、引き続き様々な機会を通じて定期的な電 

池交換や常時携行について周知を図り、いざという時に使えるよう啓発を行う必要がある。 

 

○向日市公共施設等総合管理計画に基づき、学校別に個別計画を定めていく必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○いじめのアンケートについて、児童のケアが行えていることが評価できる。いじめの調査

について記録を残し、情報共有を行い効果的な指導に役立て、早期発見、早期対応に努めて

てほしい。 

 

○向日市の通学路について、今後も事故がないよう安全配慮の取り組みを継続してほしい。 
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施策番号 ７ 

施策名 生涯学習環境の充実 

 

施策の目指す姿 

市民が生涯にわたり、多様な学習活動を行うことができるよう、自主的、自発的な学習活

動を支援するとともに、学習機会の提供及び学習の成果を活かす場や機会の充実に努める。 

施策の方向性 

① 生涯学習の振興 

② 社会教育施設における学習機会の充実 

 

事業名 生涯学習情報紙の発行 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

市などが開催する生涯学習関連事業の情報を市民に提供するため、生涯学習

情報紙を発行した。 

生涯学習情報紙：年２回(前期・後期) 

各４５０部発行(市内公共施設等に配布) 

子ども向け夏休み情報紙：年１回(夏休み前)、各小中学校に配布 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 
生涯学習推進ボランティアサークル「まなぼうや」への

支援 
施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

生涯学習の推進に取り組むボランティアサークル「まなぼうや」の活動に対

して、講座の受付や広報等で支援を行った。 

開催講座数：６講座  参加者：５３人 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 中央公民館生涯学習講座 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

全１３講座、参加者３２１人 

①ふしぎ発見！理科教室  (５講座  参加者 ６２人) 

小学４～６年生を対象に、理科好きの子どもを育成するために毎回実験を行

い、理科の不思議について学んだ。 

②夏休みこども体験講座 

・JR 見学（参加者 １００人） 

市内事業所である JR 西日本吹田総合車両所京都支所（旧向日町操車場）の見

学。特急に乗車し操車場内や仕業点検・洗浄などを見学し、安全・快適に運

行されていることを学んだ。 

踏切事故防止の啓発 

③子どもふれあい講座 

・ゲームで楽しく親子で学ぼう！おこづかいの使い方（参加者４１人） 

 おこづかいを通して、お金の大切さや役割を親子で学んだ。 

 



27 
 

④教養講座  

・シニアのためのスマートフォン講座(参加者４０人) 

 中高年を対象にスマートフォンの機能を学び、実際に使い生活に役立つことを

知り、その便利さを体験した。  

・認知を支えるワーキングメモリ～認知機能について気を付けたいこと～ 

（参加者２８人） 

認知機能と認知症、高齢者の認知の特徴や認知症のリスクを下げる生活習慣

などを解説された。 

⑤健康講座     

・「今話題の感染症とその対策」（参加者１４人） 

感染症とはどのようなものがあるか？どのようにしてうつるのか？どうなる

のか？かからないための予防などについて学んだ。 

・「食物アレルギー～何を食べたらいいの？～」（参加者８人） 

食物アレルギーの正しい診断や治療、除去食など実生活において活かせるこ

とを学んだ。 

⑥国際理解講座  

・「中国文化を感じよう 二胡のミニコンサート＆体験会」（参加者 ２８人） 

中国の文化や日本と中国での漢字の意味の違いを紹介。伝統楽器である二胡

のミニコンサートと体験会を実施。 

⑦学習発表会（舞台発表）  発表者８団体 

⑧市民文化展        出展数７８点 

担当課 中央公民館 

 

事業名 地区公民館生涯学習講座 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

全９講座、参加者２１２人 

①寺戸公民館講座 

・唱歌を楽しもう（参加者２９人） 

古き良き時代の思い出がよみがえる心に残る唱歌について学び、楽しく唄っ

た。 

・寄せ植えを楽しもう（参加者２０人） 

クリスマスから新春を飾る寄せ植えを作った。 

・楽しく学ぶ干支剪画教室（参加者３０人） 

剪画の技法を学び、来年の干支である「戌」の色紙を作成した。 

②物集女公民館講座 

・かわいいお正月飾り作り（参加者１６人） 

 ひと味違う、花をたくさん取り入れたお正月飾りを作成した。 

③森本公民館講座 

・健康は足元から！一生自分の足で歩こう！目からウロコの足育講座と健康体

操(参加者３６人) 

理想の姿勢作りを目指し、足指の使い方や靴の選び方、歩き方などを学ん

だ。 
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・プリザーブドフラワーで作る Xmas リース（参加者１７名） 

リース作りを通してクリスマスの季節感を味わった。 

・アート書道で手作りカレンダー（参加者２７名） 

 年始の準備として、干支にちなんだイラストや文字でオリジナルカレンダー

を作成した。 

④鶏冠井公民館講座 

・四季で移りゆく苔玉(参加者１９人) 

山野草・花・観葉植物のいずれかを選び苔玉を作成した。 

⑤上植野公民館講座 

・金箔手工芸(参加者１８人) 

新春に向けて干支の色紙を作成した。 

⑥学習発表会（展示・掲示発表）出展数８６２点 

担当課 中央公民館 

 

事業名 図書館読書推進事業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

①資料の収集と貸出 

 蔵書数 １８万２千点 

貸 出 ３２万６千点、貸出者数 ８万８千人   

②レファレンス・サービス 

 受付件数 ７４件 

③予約サービスによる資料提供、他館との相互貸借、障がい者サービス 

 予約処理件数 ２０，５０４件  

 相互協力  貸出６８５件、借用１，６１９件 

障がい者サービス 自宅配本 ４３回 ２２８点 

④読書の普及推進と読書環境の向上を図るための各種読書推進活動 

 おはなし会プラスコンサート（３回実施）参加者 １１３人 

おはなしひろば（８回実施）       参加者 ２２９人 

文学講座（２回実施）         受講者  ８８人 

小中学生読書感想文コンクール     応募者 １７８人 

図書館リサイクル・デー        参加者 １３０人 

（９２８冊を譲渡） 

大人の朗読会（４回実施）       参加者   ９７人 

自習室の開設             利用者  ３８人 

⑤図書館ボランティアの育成及び支援 

ボランティア講習会          受講者   １１人 

 ボランティア養成講座         受講者   １２人 

⑥ホームページの充実「読書手帖」の更新、「資料検索」機能の充実 

担当課 図書館 
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事業名 文化資料館運営事業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

①古代の都“長岡京”をテーマとした常設展示の運営  

②特別展「乙訓郡誌の編纂とその時代」 期間中入館者 １，３０３人 

③テーマ展示  ※（ ）内は期間中入館者数 

「くらしのなかの戦争展」（３，０１５人） 

「夏休み子ども歴史教室作品展」（２，４３２人） 

「くらしの道具展」（２，３６６人） 

④文化活動事業 

・ゴールデンウイーク特別企画「鉄道模型運転会」 

来場者 １，０１９人（定員なし） 

・日曜談話会 

(１)「“兵士”ができるまで－徴兵の歴史と人々－｣  

参加者 １０人（定員なし）  

(２)「未刊｢乙訓郡誌｣稿の編纂と構成について」 参加者 ５５人（定員なし）  

(３)「史料紹介 元禄の寺社再興と向日神社との関わり」  

参加者 ７６人（定員なし） 

・乙訓むこうまち歴史散歩 

(１)｢大枝・大原野を歩く｣ 参加者 １７人（定員３０人）  

(２)｢桂川沿いの乙訓を歩く｣ 参加者 １５人（定員３０人） 

(３)｢古代の街道と向日町界隈の遺跡・寺社を訪ねて｣  

参加者 ３７人（定員３０人） 

(４)｢柳谷道・光明寺道を歩く｣ 参加者 ２７人（定員３０人） 

(５)｢水陸交通の要衝、山崎を歩く｣  参加者 ３５人（定員３０人）  

・乙訓むこうまち歴史講座  

(１)｢乙訓の地理｣ 参加者 ５９人（定員８０人）  

(２)｢乙訓の歴史-古代-｣ 参加者 ７６人（定員８０人） 

(３)｢乙訓の歴史-中世-｣ 参加者 ８３人（定員８０人） 

(４)｢乙訓の歴史-近世・近代-｣ ※台風接近のため第 10 回と合同開催 

(５)｢乙訓の文化-大原野-｣ 参加者 ６０人（定員８０人） 

(６)｢乙訓の文化-久世･久我･羽束師･淀-｣ 参加者 ５０人（定員８０人） 

(７)｢乙訓の文化-向日町-｣ 参加者 ５６人（定員８０人） 

(８)｢乙訓の文化-新神足･海印寺･乙訓-｣ 参加者 ６１人（定員８０人） 

(９)｢乙訓の文化-大山崎-｣ 参加者 ５９人（定員８０人） 

(10)｢乙訓の文化-学校･紀念碑-｣ 参加者 ５７人（定員８０人） 

・特別展記念講演会 

(１)｢自治体史編纂の歴史と西田直二郎について｣  

参加者 ５５人（定員８０人）  

(２)｢桂昌院・徳川綱吉による元禄の寺社再興と金蔵寺・善峯寺｣  

参加者 ７６人（定員８０人） 

⑤むこうし歴史行列絵巻事業 

(１)夏休み子ども歴史教室「かぶとを作って西岡衆を学ぶ」  
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参加者 １９人（定員２５人） 

(２)連続ワークショップ「着る、読む、学ぶ 古代の都・長岡京」  

参加者 ①１１人②１２人③１３人 

(３)ワークショップ成果発表会「長岡京遷都ものがたり」 

参加者 １４人 参観者 ５９人 従事ボランティア １３人 

(４)大極殿衣裳行列 ※雨天のため行列は中止し、ステージ発表及び文化資料

館内での写真撮影会のみ実施 

参加者・関係者 ５５人 従事ボランティア ８人 

担当課 文化資料館 

 

事業名 天文館運営事業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

＜事業概要＞ 

○プラネタリウム新番組の導入、講演会や講座の開催など、天文への興味・関

心を高める事業を実施 

・開館日数 ２４２日、投影日数２０１日、投影回数６８２回 

・プラネタリウム一般投影 観覧者数 ５，７４５人（特別投影を含む） 

・プラネタリウム団体投影 観覧者数 ３，３１１人（８１団体） 

・観覧者の内訳  

大人３，５０３人、 小中学生２，１４１人 、幼児３，４１２人  

計９，０５６人 

・団体の内訳 

市内１４団体７３２人、市外６７団体２，５７９人 

幼稚園２５団体１，４００人、保育所３２団体９９１人、こども園等４団体

１３２人、小学校５団体４５３人、その他１５団体３３５人 

 

○定例天体観望会 参加者数 ３６４人（１２回開催） 

 

○特別天体観望会 参加者数 ５４９人（５回開催） 

 スターウォッチング in 朝堂院（６月） 

 昼の金星観望会（５月）、昼の金星観望会（７月） 

 夏休み親子観望会（７月）、中秋の名月観望会（１０月） 

 

○天文教室・講座 参加者数 ４７５人（１３回開催） 

 夏の天文教室（７月４回、８月２回） 

 冬の天文教室（１月１回、２月２回） 

 天文実験講座（７月１回）   

 天文学講座 （９月、１１月、１２月 各１回） 

 

○特別企画事業  参加者数 ２９１人（５回開催） 

 七夕コンサート（８月）、星空☆落語（１０月） 

 秋の特別投影（１０月）、クリスマスコンサート（１２月） 
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 JAXA 宇宙科学研究所特別天文講演会（２月） 

 

○来館者総数１２，７０６人（ロビーのみ入館者 ２，０８２人） 

担当課 天文館 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○生涯学習情報紙の発行や生涯学習推進ボランティアサークル「まなぼうや」への支援な 

ど、市民の自主的・自発的な学習活動を支援することができた。 

 

○中央公民館で各種講座を開催し、市民に学習の場を提供することができた。シニア対象の 

スマートフォン講座では、情報格差の解消を目的としたところ、申込が多数あり新しいこと 

に興味を持ち、取り組もうとするシニア世代の市民に学習機会の提供ができた。 

 

○市民文化展、公民館サークルの学習発表会では市民の創作による作品や学習内容などを発 

表する機会を提供することができた。 

 

〇地区公民館で様々な講座を開催することにより、市民の自主的な学習支援や生涯学習の環 

境づくりに努めることができた。 

 

○図書館のボランティア活動支援の結果、図書修理が１，９２４冊に及び、ボランティアと 

して新しく６人が登録した。 

 

○図書館で学校支援に努めた結果、利用が１，８２３冊あり、サービスとして定着してき 

た。 

 

○図書館・文化資料館では、祝日・休日の振替休館日をなくし、開館日を増加して利用しや

すくした。 

 

○文化資料館展示事業について、恒例の「くらしの道具展」では、市内外から小学校団体見 

学を多数受け入れ、農具の使い方の実演も交えて、昔の生活について学習してもらう機会を 

提供することができた。特別展では、旧乙訓郡内の寺社等から借用した貴重な文化財を多数 

展示し、これまであまり知られていなかった乙訓郡誌の編纂過程とその時代背景を関係資料 

とともに紹介することができた。 

 

○文化活動事業について、鉄道模型愛好グループの協力を得て開催した「鉄道模型運転会」 

では、親子連れを中心に、３日間で１，０１９人と多くの来場者があった。特別展関連事業 

として開催した全５回の「乙訓むこうまち歴史散歩」、全１０回の「乙訓むこうまち歴史講 

座」はいずれも好評で、市外からの参加も多くみられた。特別展期間中に２回開催した記念 

講演会では、展示事業と関連した内容で多くの方に学習機会を提供することができた。次世 

代向けの事業として企画した連続ワークショップは、復元古代衣裳を活用した新たな取り組 
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みであり、実体験も交えて、様々な角度から古代の都・長岡京について学習してもらうこと 

ができた。また、その集大成として、子どもたちが古代衣裳を着用して長岡京遷都について 

群読を披露する学習成果発表会も好評であった。 

 

○天文館では、講座や教室等の開催を拡充し、子どもから大人まで楽しめる生涯学習の場と 

して充実できた。 

また、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の講師を招致するなど、多様な事業を通して多くの 

方に天文への興味と関心を深めてもらうことができた。 

 

【課題】 

○生涯学習について、引き続き市民が自主的・自発的に学習活動に取り組めるよう、各課・ 

関係機関が行っている講座の情報について、より見やすい誌面となるよう効果的にとりまと 

める工夫が必要である。 

 

〇各講座については、開催時期や周知の方法などを工夫し、多様な市民ニーズに対応できる 

よう保育ルームや手話通訳等を設置するなど、誰もが参加することができる講座・学習活動 

のきっかけとなる講座の開催に努める。 

 

○新たな利用者を呼び込むために広報や事業にさらなる工夫が必要である。 

また、年々増加する多種多様なニーズに応えるため、資料の充実と情報の収集、職員の技 

能向上が必要である。 

 

○展示事業について、今後も展示内容の充実と積極的な広報に努め、入館者数の一層の増加 

につなげる必要がある。 

 

○文化活動事業について、展示事業と関連して開催する歴史講座や講演会などについては、 

多くの方の参加があり、展示内容への理解と関心をより深める機会の提供として、今後も魅 

力的なテーマ設定に努める必要がある。 

夏休み子ども歴史教室など次世代向けの事業については、実績を重ねてきた一方、目新し 

さが求められている面もあり、これまでの経験を継承・活用しつつも、全体的に内容を再検

討していく必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○中央公民館のシニアのためのスマートフォン講座について、アプリケーションの普及等、

スマートフォンの使用が不可欠な社会状況の中、シニア世代の学習機会の提供は、社会への

参加を促すことにもつながるため大変重要である。講座の対象とする方と受講を希望する方

との受講内容に齟齬がないように広報に努め、継続してほしい。 

 

○健康講座の一環で、熱中症対策講座を開催する等、情勢に応じた学習の場を提供してほし

い。 
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○図書館の自習室について、市民の要望に応え開設された点が評価できる。 

 

○文化資料館の文化活動事業について、シリーズにすることで足を運ぶ機会が増える取り組

みが評価できる。 

広報について、実施日等の記載といった単調なものではなく、参加を促す内容を記載する

など、目に留まる工夫が必要である。 

 

○天文館について、プラネタリウム新番組の導入や講座の開催など、年々充実されている点

が評価できる。新たな事業を取り入れ創意工夫を重ねるとともに、検証、改善を行いより良

い環境づくりに努めてほしい。 
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施策番号 ８ 

施策名 家庭・地域社会の教育力の向上 

 

施策の目指す姿 

 家庭教育はすべての教育の出発点であり、その担い手である保護者自身が学ぶための学習

機会の充実に努めるとともに、学校・家庭・地域社会が連携して、様々な活動を通して地域

の絆を強め、地域全体で子どもたちをはぐくむ環境づくりを推進する。 

施策の方向性 

① 家庭の教育力の向上 

② 地域社会の教育力の向上 

 

事業名 家庭教育講座 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○家庭および地域の教育力の向上（基本的な生活習慣の重要性）について、市

民への理解を呼びかけ、地域での取組みの促進を図ることを目的に開催した。 

「ほめ上手はしつけ上手 

     ～ほめ上手になる秘訣を一緒に学びましょう～」 参加者：２８人 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 PTA との連携・支援 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○向日市 PTA 連絡協議会の活動に対する支援・助言 

○社会教育関係団体への補助金交付   交付団体：市立小中学校 PTA 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 地域で支える学校教育推進事業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○学校を核とした地域づくりを目的に、地域住民が自らの経験や知識を生かし

て学校の教育活動を支援する体制づくりを推進した。 

実 施 校：向陽小（Ｈ２６～）、２向小（Ｈ２４～）、３向小（Ｈ２１～） 

４向小（Ｈ２９～）【拡充】、５向小（Ｈ２７～）、 

      ６向小（Ｈ２８～）、勝山中（Ｈ２７～）、西ノ岡中（Ｈ２５～） 

実行委員：４３人 

内  容：学習支援、環境整備、読書活動支援、部活動支援など 

担当課 生涯学習課 
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事業名 放課後児童サポート事業 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○子どもの安心・安全な居場所づくりを目的に、５時間目終了後から高学年の

授業終了までの間、低学年を対象に自由遊び等を行った他、２向小では全学年

を対象に放課後学習を実施した。 

 実施場所：市内全小学校    

実施回数：１３４回（年間延べ１７,１３８人） 

 内  容：グラウンド・体育館での自由遊び、教室での自主学習など 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 ジュニア・リーダー養成講座 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○次世代のリーダーとして必要な知識、技術、コミュニケーション能力の習得

を目的に、野外活動・講話・実習などの体験学習や集団学習を行った。 

 参加者：１４人（小学校５、６年生：１２人 中学生：２人） 

 開講数：７回 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 青少年健全育成団体との連携・支援 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○青少年健全育成団体との連携 

・安全見守りパトロール、あいさつ運動の実施 

・市民ふれあいコンサートの実施 

・環境浄化活動の実施（携帯電話取扱店舗の立入調査） 

○青少年健全育成団体への補助金交付   交付団体数：４団体 

担当課 生涯学習課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○就学前からの家庭での子育てに関する講座を開催することで、家庭教育の担い手である保

護者に対して学習機会を提供することができた。特に、今回は土曜日に開催したことによ

り、働いている保護者や男性の参加者が増えた。 

 

○新たに第４向陽小学校で「地域で支える学校教育推進事業」（学校支援地域本部事業）に

取り組むことにより、学校を核とした地域づくりを推進することができた。 

 

○PTA・青少年健全育成関係団体によるさまざまな活動を通して、地域の教育力の向上を図

ることができた。 

 

【課題】 

○家庭の教育力の向上を図るため、就学前からの子どもの家庭教育に関する学習機会の提供

や、基本的な生活習慣の重要性や現代的課題などの理解促進に向けた取り組みを推進するこ

とが重要である。 
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○地域全体で子どもたちをはぐくむ環境づくりを推進するため、地域で支える学校教育推進

事業における人材確保に努めるとともに、PTA や青少年健全育成関係団体の活動を支援する

ことが必要である。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○家庭教育講座について、働いている保護者や男性の参加者が増えたことは評価できる。 

「家庭教育」の概念は広いため、講座のテーマや講師は、市民の要望等をくみ取りながら

決めてほしい。また、働きながら子育てをする世帯が増えているため、その世帯を対象にし

た講座も開催してほしい。 

 

○地域で支える学校教育推進事業や放課後児童サポート事業について、学校を核とした地域

づくりを推進できていることは評価できる。イベントとは違い、日々の積み重ねが重要であ

るため、今後も連携を密に行い、地域や学校の要望を尊重しながら事業の充実を図ってほし

い。 
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施策番号 ９ 

施策名 子育てを支援する保育環境づくり 

 

施策の目指す姿 

子育て支援のための施設の計画的な整備を図るとともに、時間延長等多様な保育サービス

の充実に努める。 

施策の方向性 

① 放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会運営事業） 

② 幼児教育の振興 

 

事業名 放課後児童健全育成事業（留守家庭児童会運営事業） 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○放課後などに保護者等が仕事などで不在の小学生に、遊びや生活の場を提供

し、その健全な育成を図る。 

①各留守家庭児童会入会児童数 ６１２人(５月１日現在) 

  第１留守家庭児童会 １０９人（３クラブ） 

  第２留守家庭児童会 １２３人（３クラブ） 

  第３留守家庭児童会   ８０人（２クラブ） 

  第４留守家庭児童会 １２６人（３クラブ） 

  第５留守家庭児童会 １０５人（３クラブ） 

  第６留守家庭児童会   ６９人（２クラブ） 

②指導員研修会の実施  計７回（参加者延べ１５３人） 

 「『緊急対応』について」 

 「『けが等の対応』について」 

 「人権研修会『わたしからはじまる部落問題』」 

 「消防訓練（指導員対象及び児童・指導員対象の計２回）」 

 「救命講習」 

 「人権研修会『対話を通してつくる共生社会 

～障がい（バリア）のない社会を目指して～』」 

③施設環境整備 

  必要に応じて各児童会の施設修繕に努めた。 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 幼児教育の振興 施策の方向性 ② 

事業概要 

実 績 

○向日市私立幼稚園就園奨励費補助金・向日市私立幼稚園児教材費補助金 

子どもの心身の健やかな成長を促す上で、極めて重要である幼児教育を行う幼

稚園への就園を奨励し、園児の保護者の経済的負担の軽減を図るため、補助金

を交付 

就園奨励費：所得制限あり 

交付：園児６６５人 総額９１，２６７，３００円 

教材費補助金：園児１人当たり４２，０００円 

交付：園児８０９人 総額３３，９７８，０００円 
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○向日市私立幼稚園設備費補助金 

市内私立幼稚園の教育環境の整備に対する補助金交付 

交付：市内３園 １園当たり２１０，０００円 

 

○乙訓私立幼稚園協会教育研究補助金 

乙訓私立幼稚園協会が実施した職員研修等に対して補助金を交付 

交付：１９５，０００円 

 

○向日市私立幼稚園特別支援教育振興補助金 

市内３私立幼稚園特別支援教育に係る人件費に対し補助金を交付 

交付：市内３園 総額 １，８６２，０００円 

担当課 教育総務課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○入会要件を満たす児童を全て受け入れたことで、保護者のニーズに応えることができた。 

 

○私立幼稚園に在園する園児の保護者のうち、多子世帯及びひとり親世帯等の保護者負担軽 

減を拡充することにより、更に保護者の経済的負担を軽減することができた。 

 私立幼稚園の設備、備品の整備を促進するとともに教職員の研修会等を支援することによ 

り、幼児教育の振興を図ることができた。 

 障がいのある幼児を受け入れる私立幼稚園を支援することにより、障がいのある幼児の就 

園促進及び教育振興を図ることができた。 

 

【課題】 

○北部開発に伴う人口の増加や共働き世帯の増加により入会児童数が年々増えていることか 

ら、今後も保護者のニーズに応えていくため、老朽化している施設の整備や指導員の確保に 

努める必要がある。 

 

○国の幼児教育無償化の動向を見据え、市民に対して分かりやすい制度の説明が必要であ 

る。また、入園を検討している方に対し、広く周知を図る必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○留守家庭児童会の長期休業期間の一時入会を含め、入会希望者が全て受け入れできている

ことは評価できる。子育てを支援する保育環境づくりは、教育委員会のみならず市全体の課

題である。今後も施設の整備や指導員の確保に努めてほしい。 

 また、指導員について研修会の実施を継続し、育成に努めてほしい。 
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施策番号 １０ 

施策名 スポーツの振興 

 

施策の目指す姿 

市民が健康で心豊かに暮らせるよう、市民一人一人のライフステージに応じたスポーツ活

動の推進とスポーツに親しめる環境の充実に努める。 

施策の方向性 

① スポーツ活動の推進 

 

事業名 各種スポーツイベントの開催 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

・市民総合体育大会    参加者：７０８人 

・スポーツ交流フェア   参加者：４９８人 

・スポーツランド     <雨天中止> 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 市民体育館の管理運営 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

平成１８年度から指定管理者制度を導入し、平成２８年度から５年間の指定管

理者に（公財）向日市スポーツ文化協会を指定している。 

  体育室稼働率：８９．０％ 

  トレーニング室利用者：２３，４６２人 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 スポーツ指導者育成 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

・スポーツ推進委員の育成 

研修会の開催（毎月１回）、スポーツイベントへの派遣など 

・スポーツ指導者研修会の開催 

「スポーツを楽しもう」  参加者：９８人 

担当課 生涯学習課 

 

事業名 学校等体育施設開放事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

社会体育の振興を図るため、学校等体育施設の開放を行った。 

 使用回数 ○小学校  体育館：２，１２９回  グラウンド：１，７５３回 

      ○中学校  体育館：９０３回 

      ○向日町競輪場スポーツ施設：９５０回 

担当課 生涯学習課 
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事業名 フレンドシップ協定に基づく事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

京都サンガ F.C.、京都ハンナリーズ、京都フローラとフレンドシップ協定を結

び、市民の体力向上に向けた取組を推進した。 

 ・健康アカデミー、バスケットボールクリニックの開催 

 ・向日市民デーの実施 

担当課 生涯学習課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○学校等体育施設の有効活用やスポーツイベントを開催することにより、スポーツを行う機

会を提供することができた。 

 

【課題】 

○自らの意欲や健康状態に応じて、誰もが気軽にスポーツに取り組めるよう、引き続き（公

財）向日市スポーツ文化協会や関係機関・団体と連携して事業に取り組む必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○スポーツイベントや、市民体育館の利用など参加者が前年度より増加している点が評価で

きる。市域が狭いため施設等が限られているが、振興に努めてほしい。 

 

○スポーツの未経験者や中高年層など、誰もが気軽に参加できる生涯スポーツを推進するこ

とは大切である。今後もスポーツの実施割合を調査し、普及を図るとともに、スポーツ推進

委員の育成に努めてほしい。 
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施策番号 １１ 

施策名 多様性を認め合う社会の実現 

 

施策の目指す姿 

 市民が生涯のあらゆる場や機会を通じて、人権尊重の理念や、同和問題など様々な人権問

題についての正しい理解と認識を深めるとともに、実践につながる自発的な学習活動の促進

と、その啓発に努める。 

施策の方向性 

① 人権教育の推進 

 

事業名 人権研修会 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

市民がそれぞれの状況に応じて、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを

体得することができるよう、人権について学ぶ機会として開催する。 

 第１回「わたしからはじまる部落問題」 参加者：３４人 

 第２回「対話を通してつくる共生社会 

       ～障がい（バリア）のない社会を目指して～」 参加者：３１人 

担当課 生涯学習課 

 

施策の成果と課題 

【成果】 

○異なる２つのテーマを取り上げたことにより、さまざまな人権問題について正しい理解と

認識を深めることができた。特に、第１回目は講演だけでなく、クイズや参加者同士の意見

交流を取り入れたものであり、テーマについて参加者自らが考える機会を提供することがで

きた。 

 

【課題】 

○より多くの市民に参加してもらえるよう、市民に身近なテーマの選択や周知方法等を工夫

する必要がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○保育ルームの開設や手話通訳等、研修会に参加しやすい環境を提供できている点は評価で

きる。 

 

○目標としていた参加人数に達しなかった要因について、日時、場所、内容等の検証を行う

必要がある。毎年、開催の時期や場所を同様にすることで、「人権研修会」の定着につなが

ることもある。人権について学ぶ場の提供に努め、広く発信してほしい。 
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施策番号 １２ 

施 策 名 歴史・文化資源の整備と活用 

 

施策の目指す姿 

 文化財の保護及び積極的な整備や活用に努め、歴史・文化資源を未来に継承する。 

施策の方向性 

①  文化財の保護と活用 

 

事業名 文化財の指定等 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○京都府指定文化財 

  物集女車塚古墳出土遺物 一括 平成３０年３月２３日指定 

 

○京都府暫定登録文化財（平成２９年度新設、年度中登録） 

  古文書（７）、歴史資料（６）、考古資料（16）、民俗文化財（２）、 

史跡（１）の計 32 件 

 

平成２９年度末の市内の国・府・市の指定文化財等は９０件となった。 

担当課 文化財調査事務所 

 

事業名 有形文化財の保護と活用事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○建造物の保護と活用 

・旧上田家住宅活用 

平成２８年度に史跡長岡宮跡買上事業に係り寄附を受けた農家住宅の活用

について検討を行った。 

  庁内活用プロジェクト会議 ３回（うち、１回は先進地視察） 

  活用基本設計書の作成 

  国登録有形文化財への検討 

 

・防火・防犯 

文化財火災予防運動の期間、広報活動、消防訓練、消防設備の点検立入検

査 

 

・維持管理 

国及び京都府指定文化財（建造物）修理・防災設備維持管理に補助 

３件 ２６５，０００円 

 

・文化活動補助 

  国登録有形文化財を活用した文化活動に補助 １件 ４０，０００円 

 

担当課 文化財調査事務所 
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事業名 無形文化財の保護と後継者育成事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○無形民俗文化財の保護と活用 

  保存団体の文化活動と後継者育成に補助 ２件 ７０，０００円 

担当課 文化財調査事務所 

 

事業名 史跡の保護と活用事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○史跡公園整備事業 

史跡長岡宮跡大極殿西・北面回廊地区の保全整備し、隣接する史跡指定地

等との一体化を行い活用の促進を図るため、遺構表示や回廊の建物復元な

どの史跡整備工事（２か年事業の１年目）を行った。 

 整備工事面積    １，７１２．８８㎡  

整備完了後活用面積 ５，６１２．８８㎡ 

 

○史跡乙訓古墳群地籍整備事業 

史跡乙訓古墳群の適正な保護と活用の促進を検討するため、国土調査

法に基づき、史跡乙訓古墳群の境界確定測量を行った。 

  ・五塚原古墳  ３８，１５５㎡ 

  ・寺戸大塚古墳   ５，６４７㎡ 

 

○保存団体への補助 

  市内に所在する史跡等の保存団体に対し文化活動補助 

・３団体 ７８，０００円 

 

○維持管理 

史跡指定地等の文化財用地の清掃、除草、樹木の剪定を実施し、史跡環境

の保全に努めた。 

・８か所、延５１回 

担当課 文化財調査事務所 

 

事業名 埋蔵文化財の保護と活用事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○開発等に係る埋蔵文化財の審査 

  ・開発、まちづくり条例に係る文化財審査   ４８件 

  ・建築確認申請に係る文化財審査      ２８３件 

  ・埋蔵文化財発掘届出書受理        ２４６件 

  ・埋蔵文化財発掘通知書受理         ３２件 

 

○埋蔵文化財発掘調査等事業 

  ・埋蔵文化財発掘調査       １８件 １，３３８．６５㎡ 

・埋蔵文化財詳細分布調査  ２２３件（工事立会） 

・各種埋蔵文化財調査に伴う出土遺物  ８０箱 
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○埋蔵文化財出土遺物保存処理事業 

・長岡京跡ほか出土銭貨 ５０点 

 

○埋蔵文化財出土遺物整理分類事業 

埋蔵文化財発掘調査等の出土遺物を活用度に応じＡ～Ｄの四種類に分類し、

そのデータベース作成を実施した。 

・平成２９年度 コンテナ６０箱６３１点（点数は活用できるＡ.Ｂ分類のみ） 

・累計コンテナ１１，８３１箱 ７１，７２１点（点数は活用できるＡ.Ｂ分類

のみ） 

担当課 文化財調査事務所 

 

事業名 文化財の広報普及事業 施策の方向性 ① 

事業概要 

実  績 

○史跡長岡宮跡朝堂院公園公開・説明（平成２２年６月２２日 開所） 

 ・開園日数    ３５０日 来訪者数 ９，１９５人（１日平均２６．２７人） 

 ・累計来訪者数 ５６，８７９人  

・平成２９年６月２９日 来訪者５万人認定式（向陽小学校６年生） 

 ・その他、市内小学校の学年、クラス単位の地域学習や教職員検収の場とし

て朝堂院公園を活用した。 

 

○復元体感アプリ「ＡＲ長岡宮」の活用（平成２６年３月末配信） 

 ・利用者数  ４，６８０人 

（ダウンロード ３，９７８人、貸出タブレット７０２人） 

 ・累計利用者 １４，３８４人 

（ダウンロード１０，３５４人、貸出タブレット人４，０３０人） 

 ・平成２９年度 機能拡張（ゲーム機能追加）とＶＲゴーグル作成し、長岡 

京遷都の日である１１月１１日から配布・配信を開始 

 

○復元体感アプリ「墳タビ！物集女車塚古墳」の活用（平成２９年３月末配 

信） 

 ・利用者（ダウンロード）数 ３，７８１人 

 

○模型の展示 

平成２８年度に実施した「長岡宮大極殿等一部復元プラン策定事業」で作

成した史跡長岡宮跡朝堂院西第四堂復元模型を、広報普及を目的として市

役所本館エントランスに展示した。 

 

○古代衣装の貸出（長岡京期の衣装 男女各４着） 

・貸出数 ７５人 
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○史跡乙訓古墳群物集女車塚古墳石室一般公開 

 ・一般公開  期 間 平成２９年５月２３日～平成２９年５月３１日 

        見学者 ５６６人 

 ・臨時公開  期 間 申込日（随時） 

        見学者 ２８２人（市内小学校及び大学等） 

 ・その他、公益財団法人向日市埋蔵文化財センターにおいて、石室公開に併 

せ、ふるさと学習を実施。 

 

○市民考古学講座開催事業 

「考古学の通説を見直す～向日市発、重大発見の成果から～」を主題とし、講

座６回と講演会１回を実施した。 

・参加者 計５１３人 

 

○埋蔵文化財調査成果展の開催 

 ・展示会名  「先祖の記憶～古墳時代の祖霊観～」 

期 間 平成２９年９月２日～平成２９年１０月９日 

         来館者 ２，０４７人 

 ・講 演 会  開催日 平成２９年１０月７日(土) 

        演 題 古墳時代の埋葬と系譜意識 

        参加者 １０３人 

                                       

○スタンプラリー開催 

・名 称 史跡めぐり 大発見向日市～隠れた名称を探してＰａｒｔ２～ 

・内 容 市内４か所の史跡等をめぐる自由参加型のｳｫｰｷﾝｸﾞｲﾍﾞﾝﾄ 

 ・開催日 平成３０年２月１１日(日・祝) 

・参加者 ２００人 

 

○埋蔵文化財発掘調査現地説明会 

埋蔵文化財発掘調査の成果を広報するため、市民等を対象に２回（長岡宮内

裏、五塚原古墳）の現地説明会を開催した。 

・参加者 ２６０人 

 

○スライドでみるおとくにの発掘 

平成２９年度に乙訓地域で実施した主な埋蔵文化財発掘調査成果をスライド

などで広く市民に報告した。 

 ・主 催 乙訓文化財事務連絡協議会 

（２市１町教育委員会、向日市・長岡京市埋蔵文化財センター） 

・開催日 平成３０年３月４日(日) 

・場 所 長岡京市立図書館 ３階 大会議室 

 ・参加者 ９０人 
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○埋蔵文化財等保管資料の活用 

 ・出土遺物等        ５機関に１１９点の資料を貸出 

・写真資料提供、掲載等承諾 １１機関に６９点を提供 

・保管資料の調査・見学対応 ３機関に１９点の資料を提供 

 

○長岡宮絵灯路と向日町のまち場の再現 

・開催日 平成２９年１１月１１日（土） 

・場 所 史跡長岡宮跡 朝堂院公園 

・内 容 朝堂院の絵灯路・・・・・復元した柱跡の上に絵灯籠を設置 

向日町のまち場の風景・・江戸時代の大道芸を披露 

復元体感アプリ「ＡＲ長岡宮」のＶＲゴーグルの配布 

ヘッドマウントディスプレイによる「ＡＲ長岡宮」のデモンストレ 

ーション 

 ・参加者 ４５８人 

担当課 文化財調査事務所 

 

事業名 歴史・文化拠点の整備 施策の方向性 ① 

事業概要 

実 績 

○調査活動及びソフト面の整備 

調査活動では、向日神社文書北真経寺檀林関係文書調査を行った。ソフト面

の整備としては、平成 28 年度に長岡宮跡牛車わだち跡模型を３Ｄ計測した成果

を活用し、映像番組を制作した。また、長岡京期の貴族の衣裳を復元製作して

展示し、土器の実物に触れることができる体験コーナーも整備した。 

 

○市民活動の推進 

（１）文化資料館ボランティアの会の育成 

常設展示案内を中心に来館者に応対するガイド班と、収蔵資料の整理、民具

の展示などに取り組む資料整理・展示班に分かれて活動するボランティアの会

の育成・支援を行った。（登録者 １８人） 

 

（２）むこうまち歴史サークルの育成 

 文化資料館を拠点とする自主学習サークルとして、テーマごとに計４班を編

成し、各班毎月２回の学習活動を支援した。また、サークル全体での合同研修

会を実施し、他団体と講演会を共催した。（登録者 ４９人） 

担当課 文化資料館 
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施策の成果と課題 

【成果】 

○「歴史的風致維持向上計画」に基づく他部課の事業と連携し、文化財を適切に保護すると 

ともに、復元・体感アプリケーション「ＡＲ長岡宮」や「墳タビ！物集女車塚古墳」などの 

配信、展示会や講座、講演会、史跡めぐりの開催など、地域の特色ある歴史・文化資源の魅 

力を引き出し高めるため、多彩な文化財の保護と活用を推進することができた。 

その結果、市民の文化財保護への理解を深め、史跡への来訪者や講演会等の参加者増など

の成果を上げることができ、文化財を核とした地域振興、観光振興などのまちづくりにも寄

与することができた。 

 

○向日神社文書及び北真経寺檀林関係文書調査では、未整備であった古文書の目録を作成 

し、今後の活用に備えることができた。 

長岡宮跡牛車わだち跡模型に関する映像番組の制作では、最新のデジタル技術による３Ｄ 

計測の成果を活用するとともに、想像アニメーションも取り入れ、わだち跡の発掘とその意

義、模型制作の経過などを分かりやすくまとめた映像番組を制作することができた。 

 

○市民活動の推進について、文化資料館ボランティアの会は、常設展示の個別案内、団体見 

学対応、夏休み子ども歴史教室及び連続ワークショップの補助、収蔵資料の整理・清掃、民 

具の展示など幅広い活動で資料館運営の支援を行った。 

 また、古代衣裳製作及び乙訓地域地形模型制作のボランティア活動では、市民有志が自主 

的な運営により、年間を通じて活発に活動を行った。 

むこうまち歴史サークルの活動拠点として資料館研修室を提供し、活発な活動を支援する 

ことができた。 

 

【課題】 

○「史跡乙訓古墳群」や「史跡長岡宮跡」、「向日神社」など本市の特色ある歴史・文化資 

源は、市内外への認知度が必ずしも十分ではない。このため、歴史・文化資源を地域の歩み 

を物語る「宝」として、「後世に残したい」という思いを市民の間で共有されるよう、広く 

その価値を高めるため、多彩できめ細やかな保護と活用、情報の発信を継続して実施してい 

く必要がある。 

 

○調査活動については、古文書調査の成果を活かし、より詳細に調査・研究を進めるととも 

に、引き続き市内の潜在的歴史資源の発見・保存・活用を図っていく必要がある。ソフト面 

の整備においては、本市の歴史・文化資源について分かりやすく発信するメディアとして映 

像番組が有効な手段の一つと考えられることから、投映方法を工夫したり、新たな映像番組 

を制作したりするなど、今後も改良を重ねていく必要がある。また、古代衣裳をボランティ 

アにより製作する取組は、文化資料館の特徴的な活動の一つであり、製作した古代衣裳の着 

用体験のイベントや向日市まつりの大極殿衣裳行列などに活用しているが、今後も活動を 

継続していくには、材料費などの予算の確保が課題である。 
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○市民活動の推進について、近年、ボランティアの会の新規入会は少なく、高齢化も進んで 

いる。様々な機会を通じて加入を呼びかけ、会員数の増加に努める必要がある。 

また、歴史サークル会員も高齢化が進んでおり、会員数も少しずつ減少してきている。自

主的な運営が基本であるが、今後も活動場所の提供のほか、学習の参考となるような資料の

貸出し、情報提供など、資料館としてできる範囲の支援を行い、市民活動の充実を図る必要

がある。 

 

外部評価委員評価及び意見等 

○実際に文化財に触れることは良い機会であり、参加者や見学者が多い点は評価できる。 

 

○小学生が見学会に参加し、興味を抱く内容で体験し、学ぶ機会を設けている点は評価でき

る。家庭に持ち帰り保護者にも普及する等、広い世代で興味を持つ取組を実施するべきであ

る。 

 

○新たな層を取り入れるためには、多様なメディアを活用し周知を図る必要がある。特にＳ

ＮＳの利用が多い若年層の意見を聴取する等を行い、情報の発信に努めてほしい。 

 

○パンフレット等は、朝堂院公園等だけではなく、市民が手に取りやすい場所に配架するこ

とで興味、関心を持つ機会が増えるため、設置場所の見直しが必要である。 
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諸報告資料 

 

向日市議会平成３０年第３回定例会一般質問答弁要旨及び総務文教常任委員会質疑について 

 

平成３０年９月２５日   

教 育 総 務 課  
 

 平成３０年９月５日から７日までに開催されました、向日市議会平成３０年第３回定例会一般質

問答弁について、教育委員会分は以下のとおりでしたので報告します。  
 

質  問  要  旨  答    弁    要    旨  

（ 新 政 ク ラ ブ  

小 野  哲 ） 

ま ち づ く り に つ い て  

長 岡 宮 内 裏 観 光 交 流

セ ン タ ー に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市長答弁】 

こ の 名 称 は 、交 付 金 申 請 上 の 名 称 で 、Ｊ Ｒ 向 日 町 駅 前 観 光

交 流 セ ン タ ー と 名 称 が 似 て い る が 、 Ｊ Ｒ 向 日 町 駅 前  観 光 交

流 セ ン タ ー は 、お 土 産 品 や 地 元 産 野 菜 の 販 売 な ど を 行 う 施 設

と し て 計 画 し て い る 。  

一 方 、長 岡 宮 内 裏 観 光 交 流 セ ン タ ー は 、既 存 の 朝 堂 院 公 園

や 大 極 殿 公 園 な ど と 同 様 に 、史 跡 等 の 文 化 財 を 適 切 に 保 護 す

る と と も に 、休 憩 所 や ト イ レ 等 の 便 益 施 設 も 備 え た 市 内 の 歴

史 散 策 ル ー ト の 拠 点 と し て 、ま た 、古 民 家 を 活 用 し た 昔 の 生

活 体 験 や 、貸 し 室 な ど 、地 域 の コ ミ ュ ニ テ ィ と し て の 利 用 が

可 能 な 施 設 と し て 計 画 し て い る と こ ろ で あ り 、 両 セ ン タ ー

は 、 目 的 が 異 な る も の で あ る 。  

長 岡 宮 内 裏 観 光 交 流 セ ン タ ー の 事 業 地 は 、平 成 ２ ８ 年 度 に

史 跡 長 岡 宮 跡 と し て 用 地 取 得 し た 鶏 冠 井 町 東 井 戸 と 秡 所 に

所 在 す る 約 １ ， ４ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル で あ る 。  

こ の 史 跡 の 取 得 時 に 、既 存 の 建 物 は 補 償 費 を 支 払 い 解 体 す

る 予 定 で あ っ た が 、長 岡 宮 跡 を は じ め 文 化 財 の 保 存 と 活 用 を

目 的 と し て 、 所 有 者 か ら 寄 附 の 申 し 出 が あ っ た 。  

寄 附 を 受 け た 建 物 は 、明 治 ４ ３ 年 ３ 月 に 建 築 さ れ 、昭 和 １

７ 年 に 現 在 地 に 移 築 さ れ た 、主 屋 、離 れ 、内 蔵 、外 蔵 、小 屋  

が 良 好 な 形 で 維 持 さ れ た 都 市 近 郊 の 農 家 住 宅 で 、現 在 、国 登

録 有 形 文 化 財 へ の 事 務 を 進 め て い る と こ ろ で あ る 。  

整 備 計 画 は 、史 跡 長 岡 宮 跡 の 土 地 と 寄 附 を 受 け た 建 物 が 対

象 で 、 昨 年 度 に 実 施 し た  

（ 仮 称 ） 旧 上 田 家 住 宅 活 用 計 画 や  埋 蔵 文 化 財 発 掘 調 査 、

庁 内 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム の 意 見 集 約 に 基 づ き 、本 年 度 、国 や

府 な ど 関 係 機 関 と 協 議 し つ つ 、諸 条 件 を 整 理 し 、建 物 の 耐 震

補 強 や 活 用 に 必 要 な 改 修 、 敷 地 内 の 長 岡 宮 の 遺 構 表 示 等 の  

整 備 に 向 け た 実 施 設 計 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で あ る 。  

こ れ ら の 整 備 に 係 る 事 業 費 に つ い て は 、 平 成 ２ ９ 年 度 の  

活 用 計 画 業 務 委 託 料 は 、１ ７ １ 万 円 で 、本 年 度 の 実 施 設 計 業

務 委 託 料 は 、 約 １ 千 万 円 で あ る 。  
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（ 公 明 党 議 員 団  

福 田  正 人 ） 

小 中 学 校 生 の 安 全・危

機 管 理 に つ い て  

安 全 な 学 校 環 境 の

構 築 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な お 、来 年 度 の 整 備 工 事 費 に つ い て は 、現 在 、実 施 設 計 で

詳 細 を 積 算 中 で あ る 。  

ま た 、こ れ ら の 事 業 費 に か か る 財 源 と し て 、国 の 都 市 再 生

事 業 に 係 る 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金 が  ４ ０ パ ー セ ン ト 若 し

く は ４ ５ パ ー セ ン ト 充 当 さ れ る 。引 き 続 き 、国 等 の 有 利 な 助

成 が 得 ら れ る よ う 財 源 確 保 に 努 め る 。  

今 後 に お い て も 、史 跡 長 岡 宮 跡 の 保 護 と 活 用 を 一 層 促 進 す

る と と も に 、阪 急 西 向 日 駅 周 辺 の「 地 域 振 興 」、「 観 光 振 興 」

に 寄 与 す る よ う 、 施 設 整 備 に 努 め て ま い る 所 存 で あ る 。  

 

【市長答弁】 

Ａ Ｅ Ｄ（ 自 動 体 外 式  除 細 動 器 ）は 、心 臓 の 心 室 が 小 刻 み に

ふ る え た 状 態 に な り 、脳 や か ら だ に 血 液 を 送 り 出 す こ と が で

き な く な っ て い る 心 室 細 動 と い う 状 態 を 、心 臓 に 電 気 シ ョ ッ

ク を 与 え て 、 通 常 の 動 き に 戻 す 機 械 で あ る 。  

 Ａ Ｅ Ｄ を 使 用 し た 場 合 は 、心 臓 マ ッ サ ー ジ の み の 救 命 処 置

と 比 較 す る と 、約 ３ 倍 の 救 命 率 と な っ て お り 、Ａ Ｅ Ｄ の 有 用

性 に つ い て は 認 識 を し て い る と こ ろ で あ る 。  

 実 際 に 、倒 れ て い る 方 が お ら れ た ら 、ま ず は 、意 識 は あ る

か 、息 を し て い る か 、心 臓 が 動 い て い る か 等 の 状 況 を 確 認 し

て 、必 要 が あ れ ば 、１ １ ９ 番 通 報 、心 臓 マ ッ サ ー ジ 、Ａ Ｅ Ｄ

等 の 対 応 を 行 う 。  

 た だ し 、 周 り に 人 が 居 ず 、 自 分 一 人 で あ る 場 合 な ど で は 、

Ａ Ｅ Ｄ を 使 用 す る 前 に 、１ １ ９ 番 通 報 を し 、心 マ ッ サ ー ジ に

よ る 救 命 行 動 を と る こ と が 第 一 で あ り 、 ２ 人 以 上 い る と き

に 、も う １ 人 の 方 に Ａ Ｅ Ｄ を 取 り に 行 っ て も ら う よ う に す る

こ と な ど 、救 命 処 置 の 基 本 を 、ま ず は 理 解 し な け れ ば な ら な

い 。  

 つ ま り 、Ａ Ｅ Ｄ を 使 用 す る に は 、人 間 の 身 体 の 仕 組 み か ら  

心 臓 の 働 き 、さ ら に は 心 室 細 動 の 意 味 に つ い て も 理 解 し な け

れ ば な ら な い た め 、 小 学 校 児 童 の Ａ Ｅ Ｄ の 使 用 に つ い て は 、

発 達 段 階 を 考 慮 す る と 、安 全 に 活 用 で き る よ う 習 得 さ せ る こ

と は 難 し い の で は 無 い か と 思 っ て い る 。  

 し か し な が ら 、Ａ Ｅ Ｄ の 基 本 的 な 役 割 を 知 る こ と は も ち ろ

ん 、特 に Ａ Ｅ Ｄ の 設 置 場 所 を 覚 え て お き 、緊 急 の 場 合 に 周 り

の 人 に 伝 え る こ と は 大 変 重 要 で あ る た め 、小 学 校 の 児 童 に も  

十 分 に 学 ば せ る 必 要 が あ る と 考 え て い る 。  

 ま た 、Ａ Ｅ Ｄ を 有 効 に 活 用 す る に は 、設 置 場 所 の 周 知 と Ａ

Ｅ Ｄ を 用 い た 心 肺 蘇 生 が で き る 人 を 増 や す こ と が 重 要 で あ

る こ と か ら 、本 市 で は 、全 小 中 学 校 を 含 む 市 内 ３ ７ か 所 に Ａ

Ｅ Ｄ を 設 置 し 、設 置 場 所 を ホ ー ム ペ ー ジ 等 で お 知 ら せ す る と

と も に 、 普 通 救 命 講 習 の 利 用 促 進 を 図 っ て い る と こ ろ で あ

る 。  
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児 童 生 徒 へ の 心 肺 蘇

生 の 教 育 の 現 状 に つ

い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷 物 の 持 ち 帰 り に つ

い て  

 

 

 

 

【教育長答弁】 

現 在 、 中 学 校 保 健 体 育 科 の 教 科 書 に お い て 「 傷 害 の 防 止 」

の 単 元 で 心 肺 蘇 生 に つ い て 記 載 が あ り 、授 業 に お い て 、心 肺

蘇 生 の 知 識 の 習 得 や 実 習 に 取 り 組 ん で い る 。し か し 、教 科 書

で は 、Ａ Ｅ Ｄ に 触 れ て は い る が 、使 用 方 法 ま で の 記 載 は な い 。 

 議 員 ご 指 摘 の と お り 平 成 ２ ９ 年 改 訂 の 新 学 習 指 導 要 領 に

お い て は 、同 解 説 で「 胸 骨 圧 迫 、Ａ Ｅ Ｄ 使 用 な ど の 心 肺 蘇 生

法 な ど を 取 り 上 げ 、実 習 を 通 し て 応 急 手 当 が で き る よ う に す

る 」旨 が 示 さ れ て い る の で 、今 後 、京 都 府 教 育 委 員 会 の 指 導

助 言 も 得 な が ら 、平 成 ３ ３ 年 度 の 全 面 実 施 に 向 け て 生 徒 の 実

習 方 法 に つ い て 検 討 し て い き た い 。  

 ま た 、小 学 校 に つ い て は 、先 ほ ど 市 長 の 答 弁 に も あ っ た が 、

発 達 段 階 や 安 全 上 の 問 題 も あ る の で 、現 行 及 び 新 学 習 指 導 要

領 と も に 体 育 科 、保 健 領 域 に お い て 、心 肺 蘇 生 に つ い て は 触

れ て お ら ず 、同 解 説 の「 け が の 防 止 」の 単 元 の 中 で け が の 手

当 て に つ い て「 近 く の 大 人 に 知 ら せ る こ と が 大 切 で あ る 」と

さ れ て い る の で 、Ａ Ｅ Ｄ の 実 際 の 活 用 で は な く 、け が の 状 況

把 握 や 判 断 な ど に 重 点 を お い た 指 導 を 行 っ て い る 。  

 今 後 、新 学 習 指 導 要 領 の 下 で の 、中 学 校 に お け る 学 習 内 容

も 考 慮 し 、Ａ Ｅ Ｄ の 役 割 や 設 置 場 所 な ど の 指 導 内 容 に つ い て

研 究 し て い き た い 。  

 ま た 、学 校 に お け る 設 置 状 況 だ が 、本 市 で は 平 成 ２ ０ 年 度

に 全 中 学 校 に 、平 成 ２ ３ 年 度 に 全 小 学 校 に 、各 １ か 所 、職 員

や 夜 間 体 育 施 設 の 利 用 者 が 使 い や す い 場 所 に Ａ Ｅ Ｄ を 設 置

し た 。平 成 ２ ０ 年 度 の 設 置 を 機 に 全 中 学 校 教 職 員 を 対 象 に 向

日 消 防 署 に て 心 肺 蘇 生 及 び Ａ Ｅ Ｄ の 使 用 方 法 を 学 ぶ 普 通 救

命 講 習 を 開 始 し 、平 成 ２ ３ 年 度 か ら は 全 小 学 校 教 職 員 も 対 象

に 加 え 、 講 習 を 実 施 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 以 来 、新 規 採 用 職 員 を は じ め と す る 未 受 講 者 、前 回 の 受 講

か ら ３ 年 以 上 経 過 し て い る 者 、中 学 校 体 育 科 教 員 に は 特 に 受

講 を す す め 、向 日 消 防 署 と 連 携 を 図 り 、毎 年 講 習 を 実 施 し て

い る 。  

 今 後 も 継 続 し た 講 習 を 実 施 し 、教 職 員 が 児 童 生 徒 の 生 命 を

守 る た め に 、心 肺 蘇 生 及 び Ａ Ｅ Ｄ 使 用 の 知 識 と 技 能 の 習 得 を

図 り 、緊 急 事 態 に 、迅 速 、的 確 に 対 応 で き る よ う 学 校 体 制 づ

く り に 努 め る 。  

 

【教育部長答弁】 

小 学 校 低 学 年 に お い て は 、 毎 日 持 ち 帰 る 教 科 書 や ノ ー ト 、

補 助 教 材 と し て 、約 １ .５ kｇ か ら ２ kｇ あ り 、他 に 必 要 に 応 じ

て 持 ち 運 ぶ 用 具 と し て 、鍵 盤 ハ ー モ ニ カ が 約 １ kｇ 、絵 の 具 セ

ッ ト が 約 0.９ kｇ で あ る 。  

 ま た 、 週 末 や 週 始 め に は 上 靴 と 体 操 服 で 約 0.６ kｇ 、 学 期
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（ 再 質 問 ）  

日 本 循 環 器 学 会 は 、学

校 内 の Ａ Ｅ Ｄ の 設 置

場 所 に つ い て は 使 用

さ れ る 可 能 性 の 高 い

場 所（ グ ラ ウ ン ド 、プ

ー ル 等 ）か ら １ 分 以 内

に ア ク セ ス で き る と

こ ろ に 設 置 す る よ う

提 言 さ れ て い る が 、こ

れ を 踏 ま え て 学 校 内

の Ａ Ｅ Ｄ 設 置 場 所 に

つ い て 再 度 見 解 を 伺

う 。  

 

９ 月 ３ 日 の 文 科 省 が

通 知 を 出 す と い う 報

道 を 踏 ま え て 、登 下 校

時 の 児 童 の 荷 物 の 持

ち 帰 り に つ い て 見 解

を 伺 う 。  

 

 

末 や 学 期 初 め に は 、 道 具 箱 と 体 育 館 シ ュ ー ズ で 約 １ kｇ で あ

る 。  

 登 下 校 に か か る 距 離 や 時 間 は 児 童 に よ っ て さ ま ざ ま で あ

り 、体 力 面 か ら 持 ち 運 ぶ こ と の で き る 荷 物 に 限 り が あ る こ と

か ら 、一 週 間 の 中 で 必 要 な 用 具 を 持 参 す る 日 や 持 ち 帰 る 日 に

荷 物 が 多 く な ら な い よ う 配 慮 す る と と も に 、忘 れ る こ と の な

い よ う 児 童 一 人 一 人 の 状 況 に 応 じ て 、き め 細 や か な 対 応 に 努

め て い る 。  

 ま た 、安 全 に 下 校 で き る よ う 、か さ ば る 荷 物 を ま と め 、手

荷 物 の 数 を 減 ら し て 両 手 が ふ さ が ら な い よ う に す る な ど 、各

学 校 に お い て 、 工 夫 を 行 っ て い る と こ ろ で あ る 。  

 学 期 末 に お い て も 、一 週 間 の 中 で 使 用 し な い 用 具 を 順 に 持

ち 帰 る よ う 計 画 し 、ま た 、生 活 科 で 使 用 す る 重 さ ４ kｇ に も な

る 植 木 鉢 は 、学 年 だ よ り 等 を 通 じ て 、期 間 を 設 け て 保 護 者 に

持 ち 帰 り を 依 頼 し 協 力 を 得 て い る と こ ろ で あ る 。  

 児 童 の 持 ち 物 に つ い て は 、教 育 活 動 と 密 接 不 可 分 の も の で

あ る の で 、ア ン ケ ー ト 実 施 の 可 否 を 含 め 、低 学 年 児 童 の 持 ち

物 の 在 り 方 に つ い て 、ま ず は 校 長 会 と 意 見 交 換 を し て い き た

い 。  

 

【部長答弁】 

Ａ Ｅ Ｄ の 設置場所については、現在、管理上の問題から施設内に

設置しているが、議員ご指摘の提言等を踏まえ、改めて検討したい。 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【部長答弁】 

まずは情報収集に努めるとともに、校長会と意見交換を行いたい。 
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（ Ｍ Ｕ Ｋ Ｏ ク ラ ブ  

太 田  秀 明 ） 

行 政 行 為 に つ い て  

（ 仮 称 ）も ず め ク ラ ブ

に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 仮 称 ）も ず め ク ラ ブ

へ の 入 会 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

金 銭 的 な 問 題 で （ 仮

称 ）も ず め ク ラ ブ を 選

択 で き な い 家 庭 へ の

補 助 金 は 必 要 で は な

い か 。  

 

（ 日 本 共 産 党 議 員 団  

米 重  健 男 ） 

災 害 対 策 に つ い て  

【教育長答弁】 

社 会 福 祉 法 人 大 原 野 児 童 福 祉 会 が 運 営 主 体 と し て 、平 成 ３

１ 年 ４ 月 開 設 予 定 で 準 備 を 進 め て い る 。  

 開 設 に 向 け た 手 続 き と し て 、去 る ８ 月 ２ ８ 日 、児 童 福 祉 法

第 ３ ４ 条 の ８ 第 ２ 項 に 基 づ く 放 課 後 児 童 ク ラ ブ の 事 業 開 始

に 関 す る 届 出 が 提 出 さ れ た と こ ろ で あ る 。  

  こ れ ま で に「 向 日 市 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 の 設 備 及 び 運

営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 」や 厚 生 労 働 省 策 定 の「 放 課 後

児 童 ク ラ ブ 運 営 指 針 」に 基 づ く 運 営 と な る よ う 、開 始 届 や 運

営 規 程 の 策 定 な ど に つ い て 大 原 野 児 童 福 祉 会 の 相 談 に 応 じ

て き た と こ ろ で あ る 。  

 こ こ 数 年 、本 市 の 留 守 家 庭 児 童 会 の 入 会 児 童 数 が 増 加 し て

い る 中 で 、保 護 者 の ニ ー ズ も 多 様 化 し て お り 、開 会 時 間 の 延

長 、 夕 食 等 の 提 供 な ど 様 々 な 声 を お 聞 き し て い る 。  

 そ う し た 中 、今 回 の 民 間 の 放 課 後 児 童 ク ラ ブ「 も ず め ク ラ

ブ 」に つ い て は 、英 語 や 算 数 、運 動 な ど 曜 日 ご と の プ ロ グ ラ

ム 、夜 ８ 時 ま で の 延 長 預 か り 、夕 食 の 提 供 な ど 保 護 者 ニ ー ズ

に 対 応 し た サ ー ビ ス が 提 供 さ れ る 予 定 で あ る 。  

 （ 仮 称 ）も ず め ク ラ ブ は 、市 内 全 域 を 対 象 と し て い る こ と

か ら 、第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会 を 補 完 す る 施 設 で は な く 、利 用 者

に と っ て 公 立 で は 今 ま で で き な か っ た サ ー ビ ス を 受 け る こ

と が で き る 新 た な 選 択 肢 の 一 つ と し て 開 設 を 期 待 す る も の

で あ る 。  

 本 市 留 守 家 庭 児 童 会 に つ い て は 、引 き 続 き 子 ど も た ち が 安

心 し て 過 ご せ る 生 活 の 場 の 提 供 に 努 め て い き た い 。  

  

こ れ ま で か ら 、本 市 の 留 守 家 庭 児 童 会 で は 入 会 要 件 を 満 た

す 全 て の 児 童 を 受 け 入 れ て き た と こ ろ で あ る 。  

 も ず め ク ラ ブ に つ い て は 、民 間 の 放 課 後 児 童 ク ラ ブ で あ る

こ と か ら 、運 営 内 容 や 料 金 設 定 な ど す べ て 事 業 者 に お い て 決

定 さ れ る も の で あ り 、待 機 児 童 を 想 定 し た 本 市 留 守 家 庭 児 童

会 を 補 完 す る 施 設 で は な く 、現 行 条 件 で 入 会 で き る も の で は

な い 。  

 

【教育長答弁】 

（ 仮 称 ）も ず め ク ラ ブ は 、新たな選択肢のひとつであり、今ま

での留守家庭児童会と同列に扱うものではないので、補助金は考え

ていない。  
 
 

【教育部長答弁】 

本 市 の 学 校 で は 、気 象 警 報 発 令 時 の 対 応 に つ い て は 、こ れ

ま で か ら 暴 風 に 関 す る 警 報 や 、特 別 警 報 の 対 応 と し て 、発 令
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学 校 に お け る 災 害 時

対 応 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 政 ク ラ ブ  

清 水  敏 行 ） 

本 市 の 防 災 施 策 に つ

い て  

暴 風 警 報 、大 雨・洪 水

警 報 登 下 校 基 準 に つ

い て  

 

 

 

 

 

時 刻 に 応 じ て 臨 時 休 業 の 措 置 を 行 っ て き た 。  

 議 員 ご 指 摘 の ７ 月 の 豪 雨 に お い て は 、５ 日 の 木 曜 日 か ら ６

日 の 金 曜 日 に か け て 、京 都 市 で は 、大 雨 警 報 、洪 水 警 報 、土

砂 災 害 警 戒 情 報 と と も に 避 難 勧 告 が 広 範 囲 で 発 令 さ れ 、長 岡

京 市 、 大 山 崎 町 で は 、 ６ 月 18 日 の 地 震 に よ る 地 盤 の 状 況 も

踏 ま え 、大 雨 警 報 、土 砂 災 害 警 戒 情 報 と と も に 避 難 勧 告 が 発

令 さ れ 、こ れ ら の 自 治 体 で 、６ 日 に 学 校 の 休 業 措 置 が と ら れ

た と こ ろ で あ る 。  

 本 市 に お い て は 、土 砂 災 害 警 戒 区 域 が 極 め て 限 ら れ た 地 域

で あ り 、 通 学 へ の 影 響 も ほ と ん ど な く 、 近 隣 の 自 治 体 と は 、

状 況 が 異 な っ て い る 。  

 ま た 、５ 日 午 後 １ ０ 時 ４ ５ 分 に は 、桂 川 の 水 位 が 氾 濫 危 険

水 位 に 達 し 、避 難 勧 告 が 発 令 さ れ ま し た が 、６ 日 午 前 ５ 時 ３

０ 分 に は 、 解 除 さ れ た た め 、 臨 時 休 業 の 措 置 は し な か っ た 。 

 し か し 、正 午 に は 、再 び 、桂 川 の 水 位 が 午 後 ２ 時 に は 氾 濫

危 険 水 位 に 達 す る と の 予 測 が 出 さ れ 、避 難 勧 告 が 発 令 さ れ る

こ と が 想 定 さ れ た こ と か ら 、校 長 会 と も 協 議 し 、昼 食 後 、各

学 校 の 状 況 に 応 じ て 、通 常 よ り も 早 い 下 校 措 置 を 行 う こ と と

し た 。  

 各 学 校 か ら 、保 護 者 に 対 し て 、緊 急 下 校 の メ ー ル 配 信 及 び

電 話 連 絡 を 行 う と と も に 、 児 童 生 徒 に は 、 安 全 指 導 を 行 い 、

教 職 員 が 学 校 周 辺 を 見 回 る な ど の 安 全 対 策 を 行 っ た う え 、下

校 措 置 を と っ た と こ ろ で あ る 。  

な お 、小 学 校 へ お 迎 え に 来 ら れ た 保 護 者 か ら は 、「 仕 事 に

行 っ て い る 間 に 子 ど も が 学 校 で 、 給 食 も 食 べ ら れ て よ か っ

た 」と の 声 が あ る 一 方 で 、「 昼 か ら 帰 ら せ る の で あ れ ば 、朝

か ら 休 校 が い い 。 」 な ど の 声 も あ っ た 。  

 今 後 に お い て は 、本 市 防 災 マ ッ プ の 見 直 し に 合 わ せ て 、改

め て 気 象 警 報 等 の 発 令 時 に お け る 学 校 の 対 応 に つ い て 、校 長

会 と 協 議 す る こ と と し て い る 。  

 

【教育部長答弁】 

こ れ ま で か ら 、暴 風 に 関 す る 警 報 や 、特 別 警 報 の 対 応 と し

て 、発 令 時 刻 に 応 じ て 、小 中 学 校 と も 臨 時 休 業 の 措 置 を と っ

て い る と こ ろ で あ る 。  

 現 在 、暴 風 に 関 す る 警 報 の 場 合 に は 、午 前 ７ 時 ま で の 解 除

で あ れ ば 、 通 常 ど お り の 登 校 、 １ ０ 時 ま で の 解 除 で あ れ ば 、

午 後 か ら の 登 校 と し て い る が 、特 別 警 報 の 場 合 は 、当 日 の 午

前 ７ 時 ま で の 解 除 で あ っ て も 臨 時 休 業 に し て お り 、警 報 の 発

令・解 除 の 時 刻 に よ っ て 、臨 時 休 業 及 び 登 校 時 刻 を 定 め 、学

校 か ら の お 便 り や ホ ー ム ペ ー ジ で お 知 ら せ し て い る と こ ろ

で あ る 。  

 ま た 、教 職 員 に つ い て は 、警 報 が 発 令 さ れ て も 、職 務 専 念
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（ Ｍ Ｕ Ｋ Ｏ ク ラ ブ  

和 島  一 行 ） 

向 日 市 い じ め 防 止 対

策 推 進 委 員 会 に つ い

て  

調 査 の 概 要 と 会 議 の

所 要 時 間 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い じ め の 対 処 の 仕 方

に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義 務 は 免 除 さ れ ず 、通 常 勤 務 と な っ て い る こ と か ら 、勤 務 で

き る よ う に 警 報 や 交 通 状 況 等 、自 ら の 置 か れ る 状 況 を 予 測 し

て 対 応 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 

【教育長答弁】 

 い じ め 防 止 対 策 推 進 委 員 会 は 、本 市 い じ め 防 止 基 本 方 針 に

基 づ く い じ め 防 止 等 の た め の 調 査 研 究 や 審 議 、相 談 等 に 対 す

る 助 言 、 重 大 事 態 に か か る 調 査 な ど を 行 う も の で あ る 。  

 議 員 ご 指 摘 の ホ ー ム ペ ー ジ 上 の 会 議 録 に つ い て は 、個 人 情

報 保 護 の 観 点 か ら 、 個 人 が 特 定 で き る 内 容 な ど は 掲 載 せ ず 、

会 議 概 要 を 公 開 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 会 議 で は 、各 小 中 学 校 が 行 っ て い る い じ め 調 査 の 結 果 や 状

況 の 報 告 を 専 門 的 知 見 か ら 助 言 を い た だ い て い る 。  

 委 員 か ら は 、本 市 の い じ め 調 査 結 果 に つ い て「 平 成 ２ ９ 年

度 は 、中 学 校 で 減 少 し て お り 、結 果 は い い が 、こ れ ま で の 全

国 的 な 状 況 か ら 懸 念 さ れ る の は 、事 象 を 形 だ け 捉 え た り 、甘

く み た り し て 減 少 に な っ て い な い の か 。こ れ ま で の 事 件 の 教

訓 は 、減 少 し て き た 時 に 何 か が 起 き て い る の で 注 視 し て ほ し

い 」と の 意 見 や 、「 認 知 件 数 が 増 え て も い い と い う 意 識 が 大

切 に な る 。ア ン ケ ー ト の 結 果 は い じ め を つ か む 一 つ の き っ か

け で あ り 、 違 う 角 度 か ら い じ め を 察 知 す る 意 識 が 大 切 で あ

り 、解 消 率 が 下 が っ て も 、つ か む 意 識 が 重 要 で あ る 」等 の 助

言 を い た だ い て お り 、そ の 内 容 を 踏 ま え 、校 長 会 等 で 協 議 を

深 め 、各 小 中 学 校 に 伝 達 し 、い じ め 調 査 の 意 義 の 確 認 や 教 員

の い じ め に 対 す る 感 度 の 維 持 向 上 に 努 め て い る と こ ろ で あ

り 、い じ め 防 止 対 策 推 進 委 員 会 は 、本 市 の い じ め 防 止 対 策 を

充 実 さ せ る う え で 、 重 要 な 役 割 を 担 っ て い た だ い て い る 。  

 

 教 員 は 、児 童 生 徒 と の 信 頼 関 係 を 築 く こ と を 基 盤 と し 、児

童 生 徒 が 、自 己 の 存 在 感 を 実 感 し な が ら 、よ り よ い 人 間 関 係

を 形 成 し 、有 意 義 で 充 実 し た 学 校 生 活 を 送 る 中 で 、現 在 及 び

将 来 に お け る 自 己 実 現 を 図 っ て い く こ と が で き る よ う 、学 習

指 導 と 関 連 付 け な が ら 、生 徒 指 導 の 充 実 に 努 め て い る と こ ろ

で あ る 。  

 そ の 上 で 、 い じ め を 発 見 し 、 又 は 相 談 を 受 け た 場 合 に は 、

事 実 確 認 を 丁 寧 に 行 う 必 要 が あ る こ と か ら 、各 学 校 で は 、教

職 員 が い じ め に 係 る 情 報 を 抱 え 込 む こ と な く 、速 や か に 、校

長 、教 頭 、教 務 主 任 、生 徒 指 導 主 任 等 で 構 成 す る い じ め 対 策

組 織 に 、当 該 い じ め に 係 る 情 報 を 報 告 し 、組 織 的 に 対 応 し て

い る 。  

 児 童 生 徒 の 言 い 分 が 分 か れ る 場 合 に は 、組 織 的 な 対 応 の 中

で 定 め た 方 針 に 沿 っ て 、関 わ る 児 童 生 徒 か ら 、時 系 列 等 を 整

理 し な が ら 丁 寧 に 聴 き 取 り 、い じ め に 係 る 情 報 を 適 切 に 記 録
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Ｓ Ｎ Ｓ で の い じ め 相

談 の 活 用 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 再 質 問 ）  

通 級 指 導 教 室 に 通 う

あ る 子 ど も に つ い て 、

い じ め が 原 因 で 通 級

が 続 い て い る と 聞 い

て い る が 、こ れ は 重 大

事 態 に 当 た ら な い の

か  

 

い じ め は 犯 罪 行 為 も

し く は 将 来 的 に 犯 罪

行 為 に つ な が る 恐 れ

の あ る と 思 う が 見 解

し 、教 職 員 間 で 情 報 共 有 の 上 、事 実 関 係 を 整 理 し 、児 童 生 徒

の 対 応 に 当 た る 。万 能 な 手 立 て や プ ロ グ ラ ム は な い の で 、ど

の よ う に 対 応 し て い く か は 、児 童 生 徒 の 状 況 等 を 含 め 、あ ら

ゆ る 角 度 か ら 事 象 を 捉 え 、児 童 生 徒 の 健 全 な 成 長 を 支 援 す る

視 点 が 重 要 で あ る と 考 え て い る 。  

 こ の た め 、被 害 児 童 生 徒 の 生 命・身 体 の 安 全 確 保 を 第 一 に

考 え て 被 害 児 童 生 徒 を 徹 底 し て 守 り 通 す と と も に 、事 実 関 係

を 迅 速 に そ の 保 護 者 に 伝 え 、不 安 の 解 消 に 努 め 、一 方 で 、加

害 児 童 生 徒 に 対 し て は 、 当 該 児 童 生 徒 の 人 格 の 成 長 の た め 、

教 育 的 配 慮 の 下 、 毅 然 と し た 態 度 で 指 導 す る 。  

 こ れ ら の 対 応 に つ い て は 、教 職 員 全 員 の 共 通 理 解 、保 護 者

の 協 力 、関 係 機 関・専 門 機 関 と の 連 携 が 必 要 で あ り 、粘 り 強

く 取 り 組 ん で い る と こ ろ で あ る 。  

 

 千 葉 県 柏 市 や 長 野 県 を は じ め 、大 津 市 な ど 、実 践 が 全 国 的

に 広 が っ て い る こ と は 、 承 知 し て い る 。  

 い じ め の 早 期 発 見 、早 期 対 応 に は 、多 チ ャ ン ネ ル の 相 談 窓

口 を 用 意 す る こ と は 大 変 重 要 で あ る 。  

 一 方 で 、 Ｓ Ｎ Ｓ に よ る 応 対 手 法 の 開 発 が 必 要 で あ っ た り 、

Ｓ Ｎ Ｓ に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 限 界 、電 話 相 談 に 比 べ て

文 字 入 力 で 対 応 す る 時 間 や 相 談 員 等 に か か る 経 費 が 課 題 と

し て あ げ ら れ て お り 、本 市 で 直 ち に 実 施 す る こ と は 、困 難 で

あ る と 考 え て い る 。  

 し か し な が ら 、今 年 度 、京 都 府 教 育 委 員 会 に お い て も 、府

内 中 高 生 を 対 象 に Ｓ Ｎ Ｓ を 活 用 し て 相 談 に 答 え る 取 組 を 行

う 予 定 と 聞 い て お り 、本 年 １ ０ 月 と 来 年 １ 月 の 、各 １ か 月 間 、

相 談 窓 口 を 開 設 し 、Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ を 使 用 し て 相 談 が で き る よ う 準

備 が 進 め ら れ て い る の で 、今 後 の 利 用 状 況 等 、動 向 を 注 視 し

て ま い り た い と 考 え て い る 。  

 

【教育長答弁】  
具 体 的 な 事 例 に つ い て は 事 前 通 告 が な い の で 今 は わ か り

か ね る 。 重 大 事 態 に 該 当 す る の で あ れ ば す ぐ に 対 応 す る 。  

 

 

 

 

 

 

【教育長答弁】  
い じ め は 人 間 の 尊 厳 を 踏 み に じ る 重 大 な 人 権 侵 害 で あ り 、

相 手 に 深 い 傷 を 残 す 行 為 で あ る と 承 知 し て い る 。加 害 行 為 が

重 大 な 犯 罪 行 為 に あ た る と き は 、犯 罪 に あ た る と い う こ と を
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を 伺 う 。  

 

 

（ 飛 鳥 井  佳 子 ）  

若 者 の 自 殺 へ の 対 策

の 強 化 に つ い て  

情 報 教 育 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 生 活 に つ い て  

荷 物 の 持 ち 帰 り に つ

い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認 識 さ せ る 必 要 が あ り 、発 達 段 階 に 応 じ て 、あ ら ゆ る 教 育 活

動 を 通 じ て し っ か り と い じ め の 防 止 に 向 け た 教 育 を 行 う 。  

 

【教育長答弁】 

 議 員 ご 紹 介 の「 第 ４ 次 青 少 年 イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 整 備 基 本

計 画 」で は 、イ ン タ ー ネ ッ ト 利 用 の 低 年 齢 化 を 踏 ま え 、低 年

齢 層 の 子 ど も の 保 護 者 を も 意 識 し た 教 育・啓 発 の 普 及 促 進 及

び 児 童 生 徒 の 発 達 段 階 等 に 応 じ て 、情 報 モ ラ ル 教 育 を 着 実 に

実 施 す る こ と が 明 記 さ れ て い る 。  

 本 市 の 学 校 で は 、小 学 校 低 学 年 で は 、落 書 き が 不 特 定 の 人

に 影 響 を 与 え て し ま う こ と に な る こ と や 人 の 書 い た も の を

勝 手 に 写 す 行 為 が よ く な い こ と な ど 、身 近 な こ と か ら 情 報 モ

ラ ル を 学 ん で い る 。中 学 年 で は 、特 別 活 動 等 で 京 都 府 警 ス ク

ー ル サ ポ ー タ ー を 講 師 と し て 、ネ ッ ト の 上 の い じ め の 問 題 に

つ い て 学 び 、高 学 年 か ら 中 学 生 で は 、通 信 業 界 や e-ネ ッ ト キ

ャ ラ バ ン に よ る 講 師 を 招 い て 、ネ ッ ト 危 険 性 を 理 解 し 、適 切

な 利 用 に つ い て 学 ぶ な ど 、発 達 段 階 に 応 じ て 、各 学 校 が 工 夫

し な が ら 情 報 教 育 に 取 り 組 ん で い る と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、保 護 者 に 対 し て は 、情 報 モ ラ ル の 授 業 参 観 や 保 護 者

対 象 の 学 習 会 を 行 う ほ か 、文 部 科 学 省 作 成 の「 ス マ ホ 時 代 の

キ ミ た ち へ 」と 題 す る 啓 発 資 料 な ど を 子 ど も を 通 じ て 配 布 し

て い る 。  

 今 後 、 校 長 会 や 向 日 市 Ｐ Ｔ Ａ 連 絡 協 議 会 と 一 層 連 携 を 図

り 、低 年 齢 層 の 子 ど も の 保 護 者 へ の 啓 発 と と も に 、発 達 段 階

に 応 じ た 情 報 教 育 の 充 実 に 向 け 、取 り 組 み を 進 め て ま い り た

い と 考 え て い る 。  

 

【教育部長答弁】 

小 学 校 に お い て は 、学 期 末 に は 、道 具 箱 や 授 業 で 制 作 し た

作 品 な ど 、 持 ち 帰 る 荷 物 が 増 え る こ と が あ る 。  

 こ の た め 、各 学 校 に お い て は 、学 期 末 に 約 一 週 間 の 期 間 に 、

荷 物 を 分 散 し て 持 ち 帰 る よ う 計 画 し 、児 童 に と っ て 過 度 の 負

担 に な ら な い よ う 配 慮 し て い る と こ ろ で あ る が 、欠 席 や 天 候

な ど 、さ ま ざ ま な 事 情 に よ り 荷 物 が 重 な っ て し ま う こ と も あ

る 。  

  児 童 一 人 一 人 の 持 ち 帰 り の 状 況 を 把 握 し 、必 要 に 応 じ て 保

護 者 と 連 携 を 図 り 、対 応 し て い る と こ ろ で あ る が 、過 日 、飛

鳥 井 議 員 に お か れ て は 、多 く の 荷 物 を 持 つ 児 童 を 見 か け ら れ

た 際 、 荷 物 を 持 っ て 一 緒 に 下 校 し て い た だ き 、 感 謝 す る 。  

 今 後 と も 、各 学 校 に お い て 、計 画 的 な 荷 物 の 持 ち 帰 り に 努

め る と と も に 、き め 細 や か な 対 応 が 図 ら れ る よ う 、荷 物 の 持

ち 帰 り の 在 り 方 に つ い て 、校 長 会 と 意 見 交 換 を し て ま い り た

い 。  
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留 守 家 庭 児 童 会 に つ

い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 員 等 の 増 員 に つ

い て  

 

 

 

 

 

増 改 築 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【教育長答弁】 

 本 市 留 守 家 庭 児 童 会 に つ い て は 、「 向 日 市 放 課 後 児 童 健 全

育 成 事 業 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 」や 厚 生

労 働 省 策 定 の「 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 指 針 」に 基 づ き 、子 ど

も が 安 心 し て 過 ご せ る 生 活 の 場 と し て ふ さ わ し い 環 境 を 整

え 、安 全 面 に 配 慮 し な が ら 、子 ど も の 発 達 段 階 に 応 じ た 主 体

的 な 遊 び や 生 活 が 可 能 と な る よ う 運 営 を し て い る と こ ろ で

あ る 。  

 ご 質 問 の 「 親 切 な 対 応 と 敬 語 の 使 用 に つ い て 」 で あ る が 、

指 導 員 の 言 動 は 、子 ど も に 大 き な 影 響 を 与 え る こ と か ら 、言

葉 遣 い に つ い て も 、 子 ど も の 人 権 に 十 分 に 配 慮 す る と と も

に 、子 ど も 一 人 ひ と り の 人 格 を 尊 重 し て 育 成 支 援 を 行 う こ と

が 大 切 で あ る と 考 え て い る 。  

 ま た 、留 守 家 庭 児 童 会 は 、子 ど も が 安 心 し て 過 ご せ る 生 活

の 場 で な け れ ば な ら な い た め 、笑 顔 で 接 す る こ と も 重 要 で あ

る 。  

 指 導 員 は 、子 ど も を 見 守 り 、指 導 す る 上 で は 、け ん か の 仲

裁 な ど 、時 に は 大 き な 声 や 毅 然 と し た 態 度 で 接 し な け れ ば な

ら な い 場 面 も あ る が 、そ の 際 に も 決 し て「 威 圧 的 な 態 度 」と

は な ら な い よ う 留 意 し て 対 応 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、年 間

を 通 し て 行 っ て い る 指 導 員 会 議 や 研 修 を 通 し て 、指 導 員 の 知

識 や 指 導 力 の 向 上 を 図 る 。  

 

留 守 家 庭 児 童 会 に お け る 指 導 員 の 配 置 に つ い て は 、「 基 準

条 例 」を 遵 守 す る と と も に 、各 児 童 会 の 状 況 を 考 慮 し 、補 助

員 の 増 員 や 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー か ら の 派 遣 職 員 の 配 置 を

行 っ て い る と こ ろ で あ り 、今 後 に お い て も 、現 場 の 状 況 を し

っ か り と 把 握 し 、議 員 ご 指 摘 の 人 生 経 験 豊 富 な 笑 顔 あ ふ れ る

補 助 員 の 適 正 な 配 置 に 努 め て い き た い 。  

  

こ れ ま で に 児 童 の 健 康 管 理 と 施 設 環 境 の 改 善 を 図 る た め 、

す べ て の 留 守 家 庭 児 童 会 の 空 調 設 備 の 整 備 を 行 い 、ま た 、市

長 自 ら 就 任 後 、直 ち に 全 留 守 家 庭 児 童 会 施 設 を 視 察 さ れ 、洋

式 ト イ レ の 設 置 及 び 男 女 別 化 を 行 っ て き た も の で あ る 。  

 引 き 続 き 、児 童 が 安 心 し て 、明 る く 衛 生 的 な 環 境 に お い て

放 課 後 を 過 ご す こ と が で き る よ う 、必 要 に 応 じ 施 設 の 修 繕 を

行 っ て ま い り た い と 考 え て い る が 、こ こ 数 年 入 会 児 童 数 が 増

加 傾 向 に あ り 、特 に 第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会 及 び 第 ４ 留 守 家 庭 児

童 会 に お い て は 学 校 施 設 も 活 用 し て 育 成 を 行 っ て い る と こ

ろ で あ る 。  

 今 後 の 留 守 家 庭 児 童 会 の 施 設 整 備 に つ い て は 、入 会 児 童 数

や 建 物 の 状 況 、平 成 ３ １ 年 ４ 月 開 設 予 定 の 民 間 の 児 童 会 の 入
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所 状 況 な ど を 踏 ま え な が ら 、検 討 し て い く 必 要 が あ る と 考 え

て お り 、今 年 度 策 定 予 定 の 学 校 施 設 個 別 計 画 の 中 で 検 討 し て

ま い り た い と 考 え て い る 。  

 な お 、第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会 に つ い て は 、法 の 制 約 か ら 直 ち

に 増 改 築 す る こ と は 困 難 な 状 況 で あ る が 、第 ４ 留 守 家 庭 児 童

会 に つ い て は 、今 年 度 実 施 の 第 ４ 向 陽 小 学 校 基 本・実 施 設 計

業 務 の 中 で 検 討 し て い き た い 。  

 

【教育長答弁】 

今 年 は 全 国 的 に 猛 暑 が 続 き 、７ 月 に は 埼 玉 県 で 日 本 歴 代 最

高 と な る ４ １ ． １ ℃ の 暑 さ を 記 録 し た と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、熱 中 症 に よ る 救 急 搬 送 の 数 も 全 国 で 増 加 し 、死 亡 事

故 も 発 生 す る な ど 記 録 的 な 暑 さ が 続 く 中 で 、気 象 庁 は 臨 時 の

記 者 会 見 を 開 い て「 命 の 危 険 が あ る 暑 さ 。一 つ の 災 害 と 認 識

し て い る 。」と し て 、広 く 全 国 に 注 意 を 呼 び か け る な ど 、異

例 の 猛 暑 で あ っ た 。  

 本 市 に お い て は 、こ れ ま で か ら 学 校 施 設 に お け る 熱 中 症 対

策 と し て 、 各 教 室 内 に 扇 風 機 を 設 置 す る な ど の 対 策 を 行 い 、

平 成 １ ８ 年 度 に 議 員 ご 指 摘 の 要 望 書 が 出 さ れ た 以 降 、空 調 機

器 の 設 置 に つ い て 検 討 を 進 め 、平 成 ２ ４ 年 度 か ら ２ ６ 年 度 ま

で の ３ カ 年 を か け て 、全 て の 小 中 学 校 の 教 室 に ク ー ラ ー を 設

置 し た と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、学 校 に お け る 安 全 を 確 保 す る こ と は 教 育 活 動 を 行 う

上 で 最 重 要 事 項 で あ る こ と か ら 、本 市 教 育 委 員 会 で は 、夏 場

の 授 業 等 に お け る 事 故 と そ の 対 策 と し て 、こ れ ま で か ら 各 学

校 に 対 し て 、児 童 生 徒 の 健 康 管 理 及 び 安 全 指 導 の 徹 底 を 指 示

し て き た と こ ろ で あ る 。  

 毎 年 、夏 前 に は 校 長 会 に お い て 熱 中 症 事 故 防 止 の 指 示 を 徹

底 す る と と も に 、各 学 校 に お い て は 、各 種 マ ニ ュ ア ル や リ ー

フ レ ッ ト を 活 用 し て 教 職 員 の 研 修 な ど を 行 い 、熱 中 症 事 故 防

止 に つ い て の 共 通 理 解 を 図 る と と も に 、 児 童 生 徒 に 対 し て

は 、日 常 的 に 規 則 正 し い 生 活 に よ る 体 調 管 理 や 体 調 不 良 時 の

休 養 、小 ま め な 水 分 補 給 と 休 憩 、帽 子 の 着 用 な ど 、熱 中 症 予

防 の 指 導 を 適 切 に 行 っ て い る と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、体 育 授 業 や 部 活 動 中 に は 教 員 に よ る 健 康 観 察 は も と

よ り 、状 況 に 応 じ 、活 動 内 容 の 見 直 し や 変 更 等 、十 分 安 全 に

配 慮 し た 指 導 の 徹 底 を 図 っ て お り 、児 童 生 徒 が 自 ら の 体 調 を

考 え 、無 理 を せ ず 、事 故 や 熱 中 症 な ど を 回 避 す る こ と が で き

る 能 力 の 育 成 を 図 っ て い る 。  

 特 に 、中 学 校 の 部 活 動 で は 、体 調 不 良 時 に は 無 理 せ ず 申 し

出 る よ う に 生 徒 に 指 導 し て お り 、練 習 中 は 常 に 顧 問 等 が 生 徒

の 健 康 観 察 を 行 っ て い る 。  

 ま た 、 校 内 放 送 に よ る 給 水 の 呼 び か け と 休 憩 時 間 の 確 保 、
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高 温 多 湿 時 の 練 習 メ ニ ュ ー の 変 更 や 時 間 短 縮 、加 え て 、緊 急

時 の 対 応 と し て 、保 健 室 や 職 員 室 に ス ポ ー ツ 飲 料 や 体 温 冷 却

用 の 氷 を 準 備 す る な ど 、 熱 中 症 事 故 の 防 止 に 努 め て い る 。  

 今 年 に つ い て は 、特 に ７ 月 か ら ８ 月 に か け て 猛 暑 日 が 続 い

て お り ま し た こ と か ら 、１ 学 期 の 終 業 式 は 校 長 判 断 で 時 間 短

縮 や 校 内 放 送 で の 実 施 な ど 工 夫 し た と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、小 学 校 で は 夏 休 み 中 の 補 充 学 習 や 水 泳 学 習 、陸 上 練

習 の 中 止 や Ｐ Ｔ Ａ 行 事 の 短 縮 な ど 、行 事 に つ い て も 学 校 の 状

況 に 応 じ て 変 更 を 行 っ て い る 。  

 と り わ け 、中 学 校 の 運 動 部 活 動 に つ い て は 、練 習 時 間 を 午

前 も し く は 午 後 の ど ち ら か 一 方 に 縮 小 す る と と も に 、２ ０ 分

の 活 動 の 後 に １ ０ 分 間 休 憩 を と る こ と や 、保 健 室 な ど を 開 放

し エ ア コ ン を つ け て 休 憩 場 所 と し て 確 保 す る こ と な ど 、教 育

委 員 会 か ら 各 学 校 に 指 導 を 行 っ た と こ ろ で あ る 。  

 今 後 に お い て も 、児 童 生 徒 の 安 全 確 保 を 最 も 優 先 に 、そ の

時 々 の 気 候 状 況 の 変 化 を し っ か り 把 握 し な が ら 、学 校 に お け

る 安 全 管 理 と 安 全 指 導 の 徹 底 を 図 り 、熱 中 症 事 故 防 止 に 万 全

を 期 す る 。  

 

【教育長答弁】 

「 義 務 教 育 の 段 階 に お け る 普 通 教 育 に 相 当 す る 教 育 の 機

会 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」を 踏 ま え 、文 部 科 学 省 か ら 平 成 ２

９ 年 ３ 月 ３ １ 日 付 で 基 本 方 針 が 示 さ れ た と こ ろ で あ る 。  

 同 方 針 の 中 で「 不 登 校 は 、取 り 巻 く 環 境 に よ っ て は 、ど の

児 童 生 徒 に も 起 こ り 得 る も の と し て 捉 え 、不 登 校 と い う だ け

で 問 題 行 動 で あ る と 受 け 取 ら れ な い よ う 配 慮 し 、児 童 生 徒 の

最 善 の 利 益 を 最 優 先 に 支 援 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 」と 明 記

さ れ て お り 、不 登 校 児 童 生 徒 に 対 す る 多 様 で 適 切 な 教 育 機 会

の 確 保 が 施 策 の 一 つ と し て 掲 げ ら れ て い る 。  

 こ の た め 、教 育 委 員 会 に お い て は 、登 校 と い う 結 果 の み を

目 標 に す る の で は な く 、児 童 生 徒 が 自 ら の 進 路 を 主 体 的 に 捉

え て 、社 会 的 に 自 立 す る 支 援 を 目 指 し 、学 校 以 外 の 教 育 施 設

と し て 、適 応 指 導 教 室（ ひ ま わ り 広 場 ）を 運 営 し て お り 、通

室 生 の 主 体 性 の 育 成 や 人 間 関 係 の 改 善 等 を 図 る こ と に よ り 、

学 校 へ の 復 帰 や 希 望 進 路 の 実 現 に つ な げ て い る と こ ろ で あ

る 。な お 、昨 年 度 前 半 ま で は 通 室 者 数 が 少 な く 、通 室 者 数 が

ゼ ロ と い う 日 も 見 ら れ て い た が 、昨 年 度 後 半 か ら 通 室 者 数 や

通 室 日 数 が 増 え る 状 況 に あ る の で 、適 応 指 導 教 室 指 導 員 に つ

い て は 、臨 床 心 理 を 学 ぶ 大 学 院 生 が で き る 限 り 複 数 名 で 指 導

に 当 た れ る よ う 人 材 確 保 に 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、京 都 府 で は 、学 校 や 仕 事 に 行 け ず に 引 き こ も り 状 態

に あ る 方 を 行 政 と 民 間 支 援 団 体 が 連 携 し て サ ポ ー ト す る「 脱

引 き こ も り プ ロ ジ ェ ク ト 」を 実 施 し て お り 、教 育 委 員 会 と し
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て も 、同 プ ロ ジ ェ ク ト を 活 用 し 、家 庭 か ら 出 ら れ ず に い る 児

童 生 徒 等 に 対 し て 、京 都 府 の 脱 ひ き こ も り セ ン タ ー と 連 携 を

図 り 、本 人 、家 庭 と 面 談 な ど を 通 じ て 、学 校 以 外 の 支 援 機 関

に 通 え る よ う に す る な ど 、き め 細 か な 支 援 を 図 る 取 組 を 進 め

て い る 。  

 今 後 と も 、教 育 委 員 会 と し て は 、不 登 校 児 童 生 徒 の 多 様 な

学 習 活 動 の 実 情 を 踏 ま え 、 関 係 諸 機 関 等 と の 連 携 を 一 層 進

め 、個 々 の 不 登 校 児 童 生 徒 の 状 況 に 応 じ た 支 援 に 努 め て い き

た い 。  

 

【市長答弁】 

開 始 日 程 に つ い て は 、６ 月 議 会 で ご 説 明 さ せ て い た だ い た

と お り 、３ 学 期 か ら 本 格 実 施 が で き る よ う 、準 備 を 進 め て い

る と こ ろ で あ る 。  

 給 食 セ ン タ ー は 、平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ２ 日 に 上 棟 し 、８ 月 末

現 在 、約 ６ ５ ％ の 進 捗 で あ る 。工 事 の 完 成 に つ い て は 、４ 月

の 現 場 着 工 以 来 、 １ ０ 月 ３ １ 日 を 目 途 に 進 め て き た 。  

 こ の 間 、６ 月 の 大 阪 北 部 地 震 や 、７ 月 の 集 中 豪 雨 に よ る 影

響 に つ い て は 、 で き る だ け  工 程 に 遅 れ が 生 じ な い よ う 再 調

整 に 努 め て き た と こ ろ で あ る 。  

 し か し な が ら 、一 昨 日 の 台 風 ２ １ 号 に よ り 、室 内 の す べ て

の 空 調 配 管 等 に 雨 水 が 侵 入 し 、交 換 が 必 要 と な る こ と が 判 明

し た 。  

 こ の た め 、工 程 に か な り の 遅 れ が 生 じ る こ と が 避 け ら れ な

く な っ た が 、３ 学 期 か ら の 実 施 を 目 指 し 、鋭 意 取 り 組 ん で い

き た い 。  

 ま た 、３ 校 の 受 入 校 の 配 膳 室 に つ い て は 、当 初 の 予 定 ど お

り １ ０ 月 ３ １ 日 に 、 完 成 す る 見 込 み で あ る 。  

  現 状 と し て 、勝 山 中 学 校 に つ い て は 、既 設 倉 庫 の 移 設 を 行

い 、 渡 り 廊 下 の 基 礎 工 事 に 着 手 し た と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、西 ノ 岡 中 学 校 に つ い て は 、給 食 セ ン タ ー と 併 せ て 施

工 を 行 っ て お り 、 内 装 工 事 に 着 手 し た と こ ろ で あ る 。  

 な お 、寺 戸 中 学 校 に つ い て は 、配 膳 室 の 工 事 は 完 了 し て い

る と こ ろ で あ る 。  

 中 学 校 給 食 は 、 中 学 生 の 心 身 の 健 全 な 発 達 を 促 す と と も

に 、食 に 関 す る 正 し い 理 解 と 適 切 な 判 断 力 を 養 う 上 で 重 要 な

役 割 を 果 た す も の で あ り 、特 に 貧 困 問 題 や 家 庭 で の 食 生 活 の

乱 れ な ど か ら 、満 足 に 食 事 が で き な い 子 ど も た ち に し っ か り

と し た 昼 食 を 提 供 す る こ と が で き る こ と か ら 、ぜ ひ 実 施 し た

い と 考 え て き た と こ ろ で あ る 。  

 い よ い よ ３ 学 期 か ら 提 供 で き る と 喜 ん で お り 、 中 学 生 に  

栄 養 バ ラ ン ス の 摂 れ た 、安 心・安 全 な 給 食 を 乙 訓 地 域 で 初 め

て  全 中 学 校 一 斉 に 提 供 で き る こ と を 楽 し み に し て い る と こ
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給 食 の 時 間 配 分 及 び

授 業 時 間 の 変 更 に つ

い て  

 

栄 養 士 の 配 置 に つ い

ろ で あ る 。  

 

【教育長答弁】 

保 護 者 へ の 説 明 会 に つ い て は 、 今 月 の １ ８ 日 に 勝 山 中 学

校 、 １ ９ 日 に 西 ノ 岡 中 学 校 、 ２ １ 日 に 寺 戸 中 学 校 に お い て 、

そ れ ぞ れ 午 後 ７ 時 か ら 開 催 す べ く 、先 月 の ３ ０ 日 に 学 校 を 通

じ て ご 案 内 さ せ て い た だ い て い る 。  

 当 日 は 、市 教 育 委 員 会 か ら 、中 学 校 給 食 導 入 の 目 的 と 経 緯 、

中 学 校 給 食 の 内 容 、食 物 ア レ ル ギ ー へ の 対 応 、公 会 計 、給 食

費 の 額 や 納 付 方 法 等 に つ い て ご 説 明 さ せ て い た だ く 予 定 で

あ る 。  

 な お 、説 明 会 に 参 加 さ れ な か っ た 保 護 者 も 含 め 、す べ て の

保 護 者 の 方 々 に 対 し 、中 学 校 給 食 に 関 す る 説 明 資 料 や 給 食 費

の 口 座 振 替 依 頼 書 を 後 日 配 布 す る 。  

 さ ら に 、生 徒 に つ い て も 、本 年 １ ２ 月 中 に「 プ レ 給 食 」を

実 施 し 、 給 食 の 配 膳 や 喫 食 の 体 験 を す る 予 定 で あ る 。  

  

本 年 度 ３ 学 期 に 給 食 開 始 を 予 定 し て い る こ と に つ い て は 、

本 年 ６ 月 に 実 施 し た 、各 中 学 校 の 校 長 及 び 担 当 教 員 と 市 教 育

委 員 会 と で 構 成 す る 中 学 校 給 食 実 務 者 会 議 の 場 に お い て お

知 ら せ し た と こ ろ で あ り 、各 学 校 現 場 へ は 校 長 を 通 じ て 伝 わ

っ て い る と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、配 膳 の 手 順 等 に つ い て は 、実 務 者 会 議 の 中 で 、配 膳

方 法 の 基 本 の 手 順 に つ い て 、教 育 委 員 会 で 作 成 し た「 給 食 指

導 の 手 引 き 」に 基 づ き 、各 学 校 の 担 当 教 員 に 対 し て 説 明 を 行

っ た と こ ろ で あ る 。現 在 、各 中 学 校 に お い て 、「 給 食 指 導 の

手 引 き 」を 参 考 に 、配 膳 の 手 順 等 に つ い て 具 体 的 に 検 討 さ れ

て い る と こ ろ で あ る 。  

 な お 、教 職 員 か ら の 意 見 に つ い て で あ る が 、「 食 物 ア レ ル

ギ ー の 除 去 食 を 間 違 い な く 受 渡 し を 行 う 方 法 や 、異 物 混 入 事

象 が 発 生 し た 時 の 対 応 の た め の マ ニ ュ ア ル が 必 要 で あ る 」と

い う 意 見 や 、ま た 、「 例 え ば 、配 膳 室 か ら 教 室 に ス ム ー ズ に

運 ぶ た め の 動 線 を ど の よ う に 確 保 し て い く か 」な ど の 意 見 が

あ っ た こ と か ら 、現 在 、教 育 委 員 会 で は 、こ れ ら の マ ニ ュ ア

ル の 作 成 を 進 め る と と も に 、今 後 、動 線 確 保 の た め の 配 膳 シ

ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 う な ど 、給 食 開 始 ま で に 課 題 の 解 消 に 取

組 ん で ま い り る 。  

  

各 中 学 校 の ３ 学 期 か ら の 時 間 割 に つ い て は 現 在 、学 校 毎 に

検 討 し て い る と こ ろ で あ り 、 決 ま っ た ら 生 徒 に 対 し て 説 明

し 、 学 校 か ら 保 護 者 の 方 々 に お 知 ら せ す る 予 定 で あ る 。  

 

 今 年 度 、府 教 育 委 員 会 か ら 西 ノ 岡 中 学 校 に 栄 養 教 諭 １ 名 が
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て  

 

 

 

 

 

 

向 日 市 学 校 給 食 セ ン

タ ー 設 置 条 例 に つ い

て  

 

 

 

給 食 費 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 会 計 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配 置 さ れ た と こ ろ で あ る 。  

 学 校 給 食 セ ン タ ー に は 、こ の 府 費 負 担 の 栄 養 教 諭 と 市 職 の

栄 養 士 １ 名 を 配 置 し 、合 計 ２ 名 体 制 で 献 立 作 成 や 物 資 の 注 文

を は じ め 、食 物 ア レ ル ギ ー 除 去 食 献 立 の 作 成 及 び 中 学 校 の 給

食 指 導 、食 に 関 す る 指 導 な ど 食 育 の 推 進 に つ い て 取 組 ん で い

き た い 。  

  

議 員 お 尋 ね の 条 例 案 第 ４ 条 の「 必 要 な 事 項 」の 内 容 に つ い

て は 、同 条 例 案 の 施 行 規 則 と し て 、主 に 、給 食 を 実 施 す る 対

象 校 、セ ン タ ー の 業 務 内 容 、職 員 の 配 置 等 に つ い て 定 め る よ

う 、現 在 、教 育 委 員 会 に お い て 内 容 の 検 討 を 進 め て い る と こ

ろ で あ る 。  

  

学 校 給 食 費 に つ い て は 学 校 給 食 法 及 び 同 法 施 行 令 に お い

て 、人 件 費 と 施 設 設 備 修 繕 費 を 設 置 者 が 、そ れ 以 外 の 経 費 を

保 護 者 の 負 担 と す る と の 原 則 が 定 め ら れ て お り 、 一 般 的 に

は 、人 件 費 、施 設 費 等 に つ い て は 設 置 者 が 、食 材 料 費 に つ い

て は 保 護 者 が そ れ ぞ れ 負 担 さ れ て い る と こ ろ で あ る 。  

 本 市 の 中 学 校 給 食 費 に つ い て も 、食 材 料 費 の み を 保 護 者 の

方 々 に 負 担 し て い た だ く こ と と し 、学 校 給 食 法 第 ８ 条 第 １ 項

に 基 づ き 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る 学 校 給 食 実 施 基 準 に お い て 、

中 学 生 １ 人 １ 回 当 た り の 摂 取 エ ネ ル ギ ー 量 が 、概 ね 小 学 生 の

１ ．３ 倍 と さ れ て い る こ と か ら 、そ の エ ネ ル ギ ー 量 が 摂 取 可

能 な 献 立 案 を 目 安 に 食 材 料 費 を 算 定 し た 結 果 、１ 食 当 た り の

給 食 費 単 価 を 、小 学 校 の 約 １ ．２ ７ 倍 と な る ３ ３ ０ 円 に 設 定

し た 。  

 こ れ に 、年 間 の 給 食 実 施 予 定 回 数 １ ６ ５ 回 を 掛 け て 年 間 の

給 食 費 を 算 定 し 、そ れ を ４ 月 か ら 翌 年 ２ 月 ま で の 徴 収 月 数 １

１ か 月 分 で 分 割 し た 結 果 、給 食 費 の 月 額 に つ い て は ４ ，９ ５

０ 円 に 設 定 し た い と 考 え て い る 。  

 

 中 学 校 給 食 に つ い て は 、 教 職 員 の 事 務 負 担 軽 減 を 図 る た

め 、給 食 費 の 調 定 、納 入 の 通 知 、収 納 ま で を 市 が 一 貫 し て 行

う 、い わ ゆ る「 学 校 給 食 費 の 公 会 計 」の 実 施 に つ い て 本 年 度

当 初 予 算 の 中 で 導 入 に 係 る 費 用 を お 願 い し 、議 会 の 承 認 を い

た だ い た こ と か ら 、現 在 、給 食 費 徴 収 シ ス テ ム の 導 入 作 業 等

を 進 め て い る 。  

 ま た 、 小 学 校 に お け る 給 食 費 の 未 納 対 策 に つ い て で あ る

が 、小 学 校 の 給 食 費 に つ い て は 、各 学 校 に お い て 給 食 費 の 請

求 と 収 納 を 行 う 私 会 計 で あ る こ と か ら 、教 職 員 の 方 々 が 、文

書 や 電 話 に よ る 督 促 の ほ か 、 家 庭 訪 問 に よ る 面 談 を 通 じ て 、

納 期 限 が 過 ぎ て い る 給 食 費 の 収 納 に 努 め て お ら れ る 。  
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食 物 ア レ ル ギ ー 対 応

の ア ン ケ ー ト 調 査 に

つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食 事 量 の 対 応 等 に つ

い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

留 守 家 庭 児 童 会 に つ

い て  

第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会

の 施 設 整 備 計 画 に つ

い て  

 

現 場 の 状 況 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食 物 ア レ ル ギ ー が あ る 生 徒 の 確 認 を 行 い 、食 物 ア レ ル ギ ー

の 原 因 食 物 等 を 聞 き 取 る こ と を 目 的 に 、２ 学 期 の 始 業 式 で あ

る ８ 月 ２ ７ 日 に 三 中 学 校 一 斉 に「 食 物 ア レ ル ギ ー に 関 す る 調

査 票 」 を 全 生 徒 の 保 護 者 に 既 に 配 布 し た と こ ろ で あ る 。  

 今 後 、保 護 者 か ら 提 出 さ れ た 調 査 票 を チ ェ ッ ク し 、給 食 で

食 べ ら れ な い 食 物 が あ る 生 徒 に つ い て は 、除 去 食 対 応 を 希 望

さ れ る か ど う か を 保 護 者 か ら 聞 き 取 る と と も に 、医 療 機 関 を

受 診 し て い た だ き 医 師 の 記 入 し た「 生 活 管 理 指 導 表 」を 提 出

し て い た だ く よ う お 願 い す る 予 定 で あ る 。  

 そ の 後 、「 生 活 管 理 指 導 表 」の 内 容 を も と に 、保 護 者 と 養

護 教 諭 及 び 栄 養 教 諭 等 に よ る 面 談 を １ １ 月 頃 か ら 行 う 予 定

で あ る 。  

  

 児 童 生 徒 の １ 人 １ 回 当 た り の 食 事 量 に つ い て は 、文 部 科 学

大 臣 の 定 め る 学 校 給 食 摂 取 基 準 に お い て 、「 児 童 生 徒 個 々 の

健 康 及 び 生 活 活 動 等 の 実 態 並 び に 地 域 の 実 情 等 に 十 分 配 慮

し 、弾 力 的 に 運 用 す る こ と 」と 定 め ら れ て お り 、本 市 の 中 学

校 給 食 に お い て も 、 各 教 室 で 配 膳 を 行 う 際 に は 、 教 職 員 が 、

子 ど も の 体 格 や 健 康 状 態 、運 動 量 等 生 徒 の 実 態 に 応 じ た 配 膳

指 導 が 行 え る よ う 、 給 食 指 導 方 法 の 研 修 な ど を 行 う 。  

 な お 、今 月 １ ８ 日 か ら 行 う 保 護 者 説 明 会 に お い て 、生 徒 の

実 態 に 応 じ た 配 膳 指 導 に つ い て 説 明 さ せ て い た だ く と と も

に 、質 疑 応 答 の 時 間 を 設 け て 、そ の 中 で 保 護 者 の 方 々 の ご 意

見 も お 聞 き し た い と 考 え て い る 。  

 

先 に 飛 鳥 井 議 員 に お 答 え し た と お り 、現 況 か ら は 法 的 に た

だ ち に 増 改 築 す る こ と は 困 難 な 状 況 で あ る が 、 建 物 の 状 況

や 、平 成 ３ １ 年 ４ 月 開 設 の 民 間 の 児 童 会 の 入 会 状 況 な ど を 踏

ま え な が ら 、中 長 期 的 に は 今 年 度 策 定 予 定 の 学 校 施 設 個 別 計

画 の 中 で 検 討 し て ま い り た い と 考 え て い る 。  

  

留 守 家 庭 児 童 会 の 現 場 へ は 、私 自 身 就 任 以 来 、全 児 童 会 を

視 察 し 、夏 休 み を 含 め 状 況 把 握 に 努 め る と と も に 、学 校 訪 問

の 機 会 な ど 、今 年 度 も 折 に ふ れ 、施 設 の 状 況 な ど も 見 て い る

と こ ろ で あ る 。  

 平 成 ２ ７ 年 度 に は 対 象 が 小 学 ６ 年 生 ま で 拡 大 し た こ と や 、

近 年 の 共 働 き 世 帯 の 増 加 な ど か ら 、児 童 数 が 年 々 増 加 し て い

る こ と を 実 感 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 児 童 会 で は 、お 店 屋 さ ん や お や つ 、本 読 み や 工 作 な ど 、さ

ま ざ ま な 活 動 に よ り 集 団 の 中 で の 子 ど も 同 士 の 関 わ り を 大

切 に し て 育 成 支 援 を 行 っ て お り 、私 も 、入 会 児 童 が 活 発 に 活

動 し て い る 様 子 を 拝 見 し て い る 。  

 児 童 会 は 子 ど も た ち に と っ て 、家 庭 、学 校 に 次 ぐ 居 場 所 で
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留 守 家 庭 児 童 会 の 修

繕 や 備 品 な ど 、指 導 員

か ら の 要 望 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 導 員・保 護 者・担 当

課 と の 懇 談 会 に つ い

て  

 

 

 

 

 

 

 

危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル

等 に つ い て  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ り 、今 後 に お い て も 、子 ど も た ち が 安 心 し て 過 ご せ る 生 活

の 場 に な る よ う 努 め て ま い る 所 存 で あ る 。  

  

日 頃 か ら 担 当 課 と 指 導 員 と の 間 で 連 絡 調 整 を 緊 密 に 図 っ

て お り 、ま た 、必 要 に 応 じ て 担 当 職 員 自 ら が 児 童 会 に 出 向 き 、

施 設 の 状 況 等 を 直 接 確 認 し て い る と こ ろ で あ る 。  

 こ の 夏 休 み 期 間 に お い て も 、エ ア コ ン の 効 き が 良 く な い と

の 報 告 を 受 け 、早 急 に 修 繕 を 行 う と と も に 、使 用 で き な く な

っ た 下 駄 箱 を 速 や か に 改 修 す る な ど 、状 況 に 応 じ た 対 応 に 努

め て い る と こ ろ で あ る 。  

 ま た 、 指 導 員 の 配 置 に つ い て は 、 児 童 会 の 実 情 に 応 じ て 、

補 助 員 や 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー か ら の 派 遣 職 員 の 適 正 な 配

置 に 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  

 今 後 に お い て も 、現 場 の 実 情 を し っ か り 把 握 し な が ら 、児

童 会 の 良 好 な 環 境 を 整 え て ま い り た い 。  

 

 指 導 員 、保 護 者 、担 当 課 と の 懇 談 会 は 開 催 し て お り ま せ ん

が 、担 当 課 は 、保 護 者 会 連 合 会 か ら の 要 望 等 が あ っ た 際 に は 、

直 接 ご 意 見 を お 伺 い し 、ご 説 明 す る た め 、懇 談 会 に 出 席 し て

い る 。  

 ま た 、児 童 会 に お い て も 、保 護 者 会 や 保 護 者 か ら の 申 し 出

が あ れ ば 指 導 員 等 が 懇 談 し 、学 校 や 家 庭 、児 童 会 の 様 子 に つ

い て 情 報 共 有 を 図 っ て い る 。  

 今 後 も 、こ の よ う な 懇 談 を 通 じ て 、児 童 の 健 全 な 育 成 支 援

や 児 童 会 の 適 切 な 運 営 に 生 か し て ま い り た い と 考 え て い る 。 

  

不 審 者 事 象 等 の 非 常 事 態 が 発 生 し た 場 合 の 緊 急 対 応 、気 象

警 報 発 表 時 の 対 応 、消 防 計 画 、怪 我 や 事 故 発 生 時 の 対 応 等 に

つ い て 記 載 し て お り 、毎 年 、指 導 員 会 議 に お い て 、全 指 導 員

と 運 用 確 認 を 徹 底 し て い る 。  

 ま た 、指 導 員 研 修 と し て 、警 察 や 消 防 署 に ご 協 力 い た だ き 、

不 審 者 侵 入 対 応 、地 震 等 の 避 難 方 法 、救 命 講 習 、消 防 訓 練 を

実 施 す る な ど 、児 童 の 安 全 確 保 を 最 優 先 し た 施 設 運 営 に 努 め

て い る と こ ろ で あ る 。  

 な お 、第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会 は 入 会 要 件 を 満 た す 全 て の 児 童

を 受 け 入 れ る た め 、第 ２ 向 陽 小 学 校 北 校 舎 ３ 階 の 教 室 を 活 用

し て い る が 、学 校 施 設 は 安 全 面 に お い て 最 大 限 配 慮 さ れ た 施

設 で あ り 、放 課 後 を 過 ご す 児 童 に と っ て 普 段 か ら 学 習 及 び 生

活 の 場 と し て 使 い 慣 れ た 場 で も あ る 。  

 ま た 、北 校 舎 ３ 階 の 教 室 に お い て も 冷 蔵 庫 や お も ち ゃ 等 の

備 品 を 配 置 す る と と も に 、指 導 員 同 志 の 連 絡 が 円 滑 に 行 え る

よ う 携 帯 電 話 も 配 備 し 、児 童 が 安 心 し て 過 ご せ る 生 活 の 場 と

な る よ う 努 め て い る と こ ろ で あ る 。  
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社 会 福 祉 法 人 大 原 野

児 童 福 祉 会 が 運 営 主

体 と し て 開 設 さ れ る 、

も ず め ク ラ ブ に つ い

て  

 

 

 

 

 

（ 再 質 問 ）  

長 岡 京 市 で は 中 学 校

給 食 の 初 日 メ ニ ュ ー

を 生 徒 が 相 談 し て 決

め た と の 報 道 で あ っ

た が 、本 市 で も 同 様 の

こ と が で き な い か 。  

 

ア レ ル ギ ー 、食 事 量 の

調 査 を 継 続 し て 実 施

す る こ と に つ い て 見

解 を 伺 う  

 

 

施 設 整 備 計 画 増 築 の

予 定 は あ る の か 。  

 

 

危 機 管 理 マ ニ ュ ア ル

に 不 審 者 対 策 等 、記 載

し て い る よ う だ が 、Ａ

Ｅ Ｄ や 熱 中 症 対 策 と

そ れ ら の 研 修 は ど う

か 。  

 

（ 要 望 ）  

直 ち に 第 ２ 留 守 家 庭

児 童 会 の 増 築 し て ほ

し い 。  

ま た 、（ 仮 称 ）も ず め

ク ラ ブ の 説 明 会 を 土

曜 日 に し て ほ し い 。  

  

児 童 福 祉 法 第 ３ ４ 条 の ８ 第 ２ 項 に 基 づ く 放 課 後 児 童 ク ラ

ブ の 事 業 開 始 に 関 す る 届 出 に つ い て 、去 る ８ 月 ２ ８ 日 に 提 出

さ れ た と こ ろ で あ り 、９ 月 ２ ６ 日 に は 入 会 の た め の 説 明 会 が

開 催 さ れ 、１ ０ 月 １ 日 か ら 入 会 募 集 、１ １ 月 中 に 入 会 決 定 を

さ れ る 予 定 で あ る 。   

 本 市 か ら は 、保 護 者 の 多 様 化 し た ニ ー ズ に 対 応 し て い た だ

け る よ う 、市 内 全 域 を 対 象 と す る こ と や 、送 迎 の 実 施 、開 会

時 間 の 延 長 、昼 食 や 夕 食 の 提 供 、開 所 日 数 の 拡 大 な ど を 要 望

し て き た と こ ろ で あ る 。   

 

【教育長答弁】 

現 場 の 意 見 を 聞 き な が ら 検 討 し た い 。  

 

 

 

 

 

 

【教育長答弁】 

一 斉 に 調 査 す る か は 別 に し て 、様 子 を 見 な が ら 現 場 の 意 見

を 聞 き な が ら 進 め た い 。  

 

 

【教育長答弁】 

第 ２ 留 守 家 庭 児 童 会 は 建 っ て い る 建 物 と ま わ り の 建 物 の

関 係 で 直 ち に 増 築 す る こ と は 難 し い 。第 ４ 留 守 家 庭 児 童 会 は

先 ほ ど 答 弁 し た と お り 行 っ て い く 。  

 

ま た 、Ａ Ｅ Ｄ の 場 所 は 承 知 し て い る 。ま た 、経 口 補 水 液 を

配 置 す る 等 を 行 い 熱 中 症 対 策 を 行 っ て い る 。  
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料 金 設 定 に も 疑 問 が

残 る 。  

 

保 護 者 、指 導 員 、市 教

委 で ３ 者 面 談 を 行 っ

て ほ し い 。  
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向日市議会平成３０年第３回総務文教常任委員会質疑要旨

１ 日 時 平成３０年９月１２日（水） 午前１０時～午前１１時５５分

２ 場 所 向日市役所大会議室

３ 委 員 天野委員長、飛鳥井副委員長、北林委員、米重委員、小野委員、福田委員

近藤委員

議案第５０号 平成２９年度向日市一般会計歳入歳出決算の認定について

委員 議員調査資料Ｐ８８の「教員の超過勤務実態状況」について、平成２５

年度のデータだが、なぜ最近のものを提供できないのか。

事務局 今年の６月から教職員の出退勤管理システムを試行しているが、現在提

供できるのは平成２５年度のデータだけである。

委員 過労死する教職員もいる状況であり、教職員の勤務状況については３月

議会においても抜本的な改善を求めていた。具体的には何も進めていない

と理解してよいか。

事務局 勤務状況については、各学校において管理職が管理している。また昨年

度から、ノー残業デーの勧奨、遅い時間帯の電話を控えていただく旨をＰ

ＴＡに働きかけるなど、超過勤務解消を意識した取組を実施している。

委員 データがなければ説得力がない。今年の７月からは、データに基づく実

態を把握できる状態になっていると考えてよいか。

事務局 今後、把握できるものと考えている。

委員 第２・第４留守家庭児童会について、常盤議員の一般質問にあったとお

り、明らかにスペースが不足しており、児童会の整備計画を立てる必要が

あると考える。

事務局 個別計画の中で検討を進めている。

委員 具体的な整備着手の時期はいつか。

事務局 着手時期も含め、個別計画の中で検討する。

委員 市内の児童会の間で格差が生じており、このままの状態が続くのは看過

。 、 。できない 緊急性を認識し 前倒ししてでも整備に着手していただきたい

委員 留守家庭児童会の指導員について、かつて男性の正職員が辞職したこと

があった。児童会の運営については、シルバー人材センターや補助職員を
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活用しているところだが、男性の補助職員を増やし、男性でも楽しく働く

ことができる環境づくりをしてほしい。職員を募集する際の、募集要件は

どのようになっているか。

事務局 第２留守家庭児童会には男性の指導員が１名在職しており、アルバイト

も男性が増えてきている。今後も男性を採用していきたい。

委員 今後も男性を積極的に採用することを要望する。

委員 正規の指導員のオーバーワークを心配している。指導員の複数配置、特

に児童の多い児童会は３名程度配置していただきたい。

事務局 指導員は１クラスに２名の配置を基本としている。現場の意見を聞きな

がら、加配やアルバイトで対応している。

委員 事務報告書の数値を見る限りでは、正規の指導員を複数配置していると

はみなせない。指導員の複数配置について検討していただきたい。

委員 指導員に対するメンタル面のケアもお願いしたい。

事務局 会議を通じて指導員の声を聞くほか、職員が頻繁に児童会に足を運び、

相談にも応じている。また、指導員には研修の機会を設け、対応力向上等

に努めている。

、 、委員 第２留守家庭児童会について 施設の増設は難しいとの答弁であったが

具体的な理由は何か。

事務局 北校舎が建築基準法上の不適格箇所であるため、ただちに増改築を行う

ことは困難である。

委員 個別計画の完成と整備着手の時期はいつか。

事務局 計画は平成３１年３月３１日完成予定である。整備はそれ以降に実施予

定である。

委員 いったん来年３月に計画を出して、その中で留守家庭児童会の整備につい

ても検討するという理解でよいか。

事務局 計画を進めていく中で検討するという意味である。

委員 第２留守家庭児童の専用区画面積について、議員調査資料のＰ１０７と

Ｐ１０８で数値が違うのはなぜか。
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事務局 Ｐ１０７に比べＰ１０８のデータにおける面積が広いのは、夏休み期間

中に１クラス増やしていることが要因である。

委員 空き教室を利用して１部屋増やしていることが要因か。

事務局 お見込みのとおりである。

委員 児童会の間で格差が生じているのは、公平性の観点からも問題がある。

当然、整備のためには予算も必要となる。児童会の整備について教育長の

見解を問う。

教育長 一人当たりの面積については、条例で１．６５㎡と定めているが、それ

は概ねの数値であり、必ずしもその数値を守らなければならないわけでは

ない。これまで留守家庭児童会は、入会条件を満たす児童をすべて受け入

れてきた。そのことを大切に考えながら、現有施設の活用を図ってきた。

物理的には一定の制約があるが、学校敷地内という安全性が高い場所、

さらに、児童にとって馴染みのある教室を活用し、工夫を重ねて運営を行

ってきたところであり、その点についてはご理解いただきたい。

、 、委員 議員調査資料Ｐ１０７の指導員の年間平均給与について 正規の指導員

嘱託指導員、臨時指導員の間で大きな格差が生じている。これら待遇格差

の改善を求める。

事務局 年間平均給与の差は、勤務時間の差による部分もある。また、指導員は

職場におけるリーダーの役割を担っている面もある。給与に関しては、国

の調査結果も注視していきたい。人材不足の解消という視点も必要である

と考えている。

委員 市長に対しては、国への働きかけを要望する。

市長 給与に関しては、地域のバランス、職種間のバランス、２市１町の間での

バランスを考慮する必要がある。

向日市単独での要望は難しいが、国全体の問題として捉えた形の要望は行

いたい。

委員 同じ仕事をしているにも関わらず、正規と非正規で待遇に開きがあること

が問題である。

事務局 臨時職員については、市全体で統一の賃金である。

臨時職員の時給については、毎年２０円から３０円程度賃上げしており、

臨時職員の指導員についても同様の扱いである。
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委員 引き続き待遇の改善を求める。

委員 議員調査資料Ｐ９１について、一人当たりの教育費負担額が昨年度より

も増加している理由はなにか。

事務局 教材費の変動については、毎年詳細にチェックしており、総額が増加し

ないよう指導している。教科書が新しくなった年に増加する傾向があり、

その年は特に注意している。

委員 教科書が新しくなったことが増加の理由と考えてよいか。

事務局 教科書が新しくなることで教材が変わったことや、社会見学におけるバ

ス代の値上げなど、総合的な要因である。

委員 議員調査資料Ｐ８９の不登校者数について、前年度と比較して、３０日

以上の欠席者よりも、５０日以上の欠席者のほうが増加している理由はな

にか。

事務局 不登校の児童・生徒については、２つの柱で対応している。ひとつは、

不登校を未然に防ぐことであり、もうひとつは、現在不登校となっている

児童・生徒たちに対し丁寧な対応を行うことである。現在不登校となって

いる児童・生徒が増加している傾向にあるため、その対応に力を入れてい

るところである。

委員 議員調査資料の校則を見たが、校則に書かれているような中学生に対す

る管理教育が、不登校を生む結果となっているのではないか。

無理矢理登校させる必要もないし、生徒の自主性に任せるべきである。

事務局 学校に来ている、来ていないに関わらず、一人一人の生徒に対し丁寧に

対応していくことが重要だと考えている。不登校となっている生徒につい

、 、ては より良く生きていくためにどのような力を付けていくことが必要か

状況に応じて考え対応しているところである。

委員 小中学校のトイレ改修については、かねてから要望してきたところであ

り、大変評価している。２向小を除いたすべての小中学校について、２９

年度にトイレ改修を実施したと理解してよいか。

、 、 。また それらの工事は ４つの業者に分けて発注したと理解してよいか

事務局 お見込みのとおりである。

委員 予算額の積算方法と予定価格の積算方法の違いはなにか。
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事務局 予算額は設計会社が市場価格に基づいて積算し、予定価格は当該年度の

市の単価に基づき積算した。

委員 ４件の工事の発注方法はなにか。

事務局 すべて指名競争入札である。

委員 入札結果はどうであったか。

、 。事務局 一部入札不調となり それについては話し合いによる随意契約となった

委員 ４件の入札のうち３件の入札が不調になったと把握しており 「一部」、

とは言えないのではないか。入札参加業者を選定する際の基準は何か。

事務局 選定要領に基づいて実施しており、特に小規模な工事については、市内

業者の育成という観点から、施工能力に応じて市内業者を選定している。

、 。委員 市内業者の育成 共存共栄という視点で選定していると理解してよいか

事務局 お見込みのとおりである。

土木業者が減少している中、今回の台風被害の対応においても、市内業

者の必要性を実感しているところである。

委員 入札不調になった場合、どのような手続きで随意契約を締結するのか。

事務局 金額について相談する。

委員 予定価格と最低制限価格の公表方法はどうなっているか。

事務局 事後公表である。

委員 予定価格と最低制限価格の差は何％程度か。

事務局 低い場合は予定価格の８２％程度で落札される。

委員 最低制限価格を設定する際の内部基準はなにか。

事務局 まず、工事費を４種類に分け、直接工事費については１００分の９５、

共通仮設費については１００分の９０、現場管理費については１００分の

８０、一般管理費については１００分の５５、その４種類を何パターンか

組み合わせて積算する。
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委員 予定価格を決定する決裁権者は誰か。

事務局 事務決裁規程に基づき、金額によって決裁権者が決められている。

委員 当該工事に係る決裁権者は誰か。

事務局 副市長である。

委員 入札不調の原因は、予定価格を低く抑えすぎていることにあるのではな

いか。

事務局 当時の営繕課において、工事単価と実勢価格に基づき適正に積算された

と理解している。

委員 ４件のうち３件が入札不調となった状況を適正と呼べるのか。

事務局 予算はあくまでも概算であり、予定価格を設定する際には、不必要な経

費は省いて適正に積算している結果である。４件のうち３件が入札不調と

なった事実を重く受け止めている。

委員 今後適正化に努めていただきたい。

事務局 詳細な仕様を作成し、入札不調が生じないよう努める。

委員 生徒心得について、内容は定期的に改訂しているのか。

事務局 生徒心得は、特に新１年生に対して、入学時に中学校生活への心構えを

示したものであり、継続した規範意識を育てるという観点からも、毎年改

定するものではないと考えている。

しかしながら、給食が開始されるなど生活面に変化が生じた場合、時代

の変化に応じて見直しが必要になった場合には、随時改定が必要と考えて

いる。

委員 中学生は自治意識を持っており、生徒会活動等を通じて、生徒が主体と

なるべきである。上意下達の生徒心得がはたして必要か。

改定の際には、生徒の意見を反映させることを要望する。

事務局 教師だけで決めるのではなく、生徒会の意見を聞くことも必要と考えて

いる。

委員 北海道の地震で生じている液状化現象が、防災マップにおいて、向日市で
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も生じることが想定されている。学校において、液状化現象に関する取組

を行っているか。

事務局 液状化現象に特化した取組は実施していないが、地震や大雨などの一般

的な内容については、理科や特別活動の時間において取り上げられること

はある。

委員 液状化現象に対する市の対策はなにか。

事務局 液状化現象については、具体的にどの場所でどのように発生するか予測

するのが困難である。地震による災害で最も想定されるのは、土砂災害の

危険地域であり、学校に対しては危険箇所について情報提供し、通学指導

等をお願いしている。

委員 小中学校の体育館は避難所の役割も担っており、液状化現象に対する何

らかの対応を検討していただきたい。

委員 図書館の運営状況について、前年度と比較して、貸出資料数が増加し、

貸出者数が減少している理由はなにか。

、 、事務局 開館日数の増加との関連性については 今後の動向を見る必要があるが

利便性は確実に向上したと考えている。数の減少については、インターネ

ットで予約した本だけを借りて帰る利用者が増加してきたことが影響して

いると考えている。

委員 資料館の運営状況について、前年度と比較して、入館者が増加している

理由はなにか。

事務局 平日の開館日数が増加したことにより、平日に利用するシニアの団体等

が増加したことである。

また、開館以来初めて、連続的な講座を開催し、そこにたくさんの方々

が参加していただいたこと等が要因であると考えている。

委員 議員調査資料Ｐ９２について、プールの授業における熱中症対策は行っ

ているのか。

事務局 プールのまわりに日よけを設置するほか、監視員を複数配置して対応し

ている。

委員 図書館の蔵書数を増やすよう要望する。

委員 向日市スポーツ文化協会への運営・事業補助金が前年度と比較して、大
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幅に増加している理由はなにか。

事務局 前年度における過去の黒字分の累積額が影響しており、事業数が増加し

たわけではない。

委員 それは２８年度と２９年度において偶然生じた現象であるか。

事務局 黒字部分については、毎年精算するわけではなく、運転資金として活用

。 。している 運転資金がある程度ストックした時点で事業費に充当している

委員 五塚原古墳の整備について今後の予定は。アズマヤに入るのを楽しみに

しているのだが、公園の整備状況はどうか。

事務局 五塚原古墳については、倒木や立ち枯れしてる木が多く、所有者の財産

区もその点については把握されており、対応を検討されると聞いている。

史跡公園整備事業については、来年３月に竣工予定である。

委員 議員調査資料Ｐ９２とＰ９９について、見守り隊の活動状況が、各学校

間で差が生じている理由は何か。交通指導員の配置時間について、シルバ

ー人材センターと学校との間で調整する仕組みはあるか。

事務局 見守り隊については、各学校が独自で行っている取組である。

構成人数は名簿に登録されている人数であり、必ずしも実際に活動されて

いる方々の人数とは一致しない。

交通指導員の配置については、通学路の現状、登下校の時間帯等を調査

した上で、学校との協議に基づき決定している。季節によって配置時間に

ズレが生じた場合等については、委託業務の範囲内である。

委員 学校給食センター工事に係る入札の不調について、経過と今後の影響に

ついて問う。

事務局 実施設計は公募型のプロポーザルにより業者決定し、その業者による設

計額に基づき予算額を積算した。建設業界が活況であったことから、実施

設計から入札までの約８ヶ月の間に、資材や人件費が高騰したことが原因

で入札不調となったと考えている。工事については、品質もコストも妥当

に進んでいる。

委員 プロポーザルで提出された見積額は、市側でチェックしたのか。

事務局 チェックしている。

１回目と２回目の入札方法はどうであったか。委員
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事務局 いずれも一般競争入札である。

事務局 １回目は入札した業者がなかったため、話し合いもできなかった。

事務局 １回目の予定価格は事前公表であった。

委員 それを見た段階で無理だと判断して、全員辞退したということか。

事務局 お見込みのとおりである。

委員 交通指導員について、シルバー人材センターと学校との間で、配置時間

等を調整できる仕組みを要望する。

採決―挙手多数―可決

議案第５８号 向日市学校給食センター設置条例の制定について

質疑なし。

採決―挙手全員―可決

議案第６０号 平成３０年度向日市一般会計補正予算（第２号）について

委員 プールの壁、ブロック塀改修に係る予算について、財源は地方債が充て

られているが、国や府からの補助金の見込みは。

事務局 現在のところ補助金の動向は未定であるが、今後補助金が確保できた場

合は、財源内訳補正を行う予定である。

採決―挙手全員―可決



諸報告資料 

 

臨時代理について 

 

平成３０年９月２５日  

教 育 委 員 会   

 

平成３０年度向日市一般会計補正予算（第３号）について、教育長に対する事

務委任規則（昭和３１年教育委員会規則第４号）第５条の規定により、平成３０

年９月１３日に異議ない旨の臨時代理を行いましたので報告します。 



    歳　入

(款) 17  繰入金 (項)  1  基金繰入金 1,128,820 （単位：千円）

 1 基金繰入金 1,018,723 110,097 1,128,820  1 110,097

1,018,723 110,097 1,128,820

    歳　出

(款)　 9  消防費 (項)　 1  消防費 895,671 （単位：千円）

 4 災害対策費 38,483 110,847 149,330 750 110,097  3 職員手当等 3,694 １　職員人件費 3,694

11 需用費 23,900    3  職員手当等 3,694

13 委託料 15,324 ２　災害対策事業費 107,153

15 工事請負費 66,929   11  消耗品費 349

19 負担金補助 1,000       修繕料 23,551

及び交付金   13  業務委託料 15,324

  15  施設整備工事費 66,929

  19  諸負担金 1,000

特定財源内訳

　民間施設ブロック塀等緊急安全

　対策支援事業府補助金 750

784,824 110,847 895,671 750 110,097

   財政調整基金繰入金

金　　額区　　分

1,147,231

節

財政調整基金繰入金

説　　                  明

110,097

目 補正前の額 補　正　額 計

区　　分
説　　   明補　正　額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特　定　財　源
一般財源

目

計

補正前の額
金   額

国府支出金 地方債 その他

節

895,671

計



（参考資料）

災害対策事業費補正予算計上額内訳(教育委員会所管分)

(単位:千円)

施 設 等 被 害 状 況 等 費 用

小学校 施設修繕(フェンス(向陽・２向・５向)、ピロティ 20,567

天井(３向)、給食廊下パネル(向陽・２向)) 9,697

倒木撤去(全小学校) 10,764

倉庫屋根飛来物撤去(３向) 106

中学校 施設修繕（電話線等） 1,847 62,647

寺戸中体育館 50,000

寺戸中北校舎屋根 10,800

物集女公民館 窓ガラス、フェンス 2,000

図書館 駐輪場屋根 764

車塚古墳等 収蔵庫屋根、倒木、枝折れ 4,142

合 計 90,120



台風２１号による教育対策部に係る被害状況について

◇主な施設被害状況

【小中学校】

・向陽小学校 １階渡り廊下屋根はがれ

・第２向陽小学校 小屋トタン屋根めくれ

・第３向陽小学校 ピロティ屋根破損

倉庫屋根飛散

・第４向陽小学校 駐輪場トタン屋根破損

アンテナ倒壊

・第５向陽小学校 駐輪場トタン屋根破損

・第６向陽小学校 渡り廊下波板一部破損

・勝山中学校 グラウンド内フェンス倒壊

防砂ネット破損

体育館屋根一部落下

・西ノ岡中学校 管理棟上部壁破損

・寺戸中学校 中校舎屋上防水シート飛散

体育館屋根モルタル飛散

・全学校倒木、窓ガラス破損多数

【その他施設等】

・物集女公民館 窓ガラス破損

コンクリートブロック及びフェンスの傾き

・図書館 東門転倒

自転車置き場鋼材はがれ

・文化資料館及び天文館被害なし

・第１留守家庭児童会 倒木

・文化財関係 車塚古墳墳頂部 倒木



諸報告資料

中学校給食実施に伴う保護者説明会の実施結果について

平成３０年９月２５日

学 校 教 育 課

標題の件について、下記のとおり報告します。

記

19:00 20:00実施日時・場所 ・９月１８日（火） ～

勝山中学校・西校舎２階会議室

19:00 20:00・９月１９日（水） ～

西ノ岡中学校・本館３階被服室

19:00 20:00・９月２１日（金） ～

寺戸中学校・体育館

・勝山中学校 約４０名参加保護者数

・西ノ岡中学校 約３０名

・寺戸中学校 約９０名

○校長あいさつ当日の内容

○市教育委員会からの説明

・中学校給食導入の経緯について

・中学校給食の内容

・給食費について

・アレルギー対応について

○質疑応答

・具体的な開始日はいつか。時間割は変わるのか主な質疑等

・配膳用のリフトは設置されないのか。リフトがない場合

の安全な配膳指導について

・調理委託業者は小学校給食と同じ業者か

・牛乳が苦手な生徒への対応について

・年に数回のﾒﾆｭｰでもｱﾚﾙｷﾞｰ除去申請が必要か

・給食が足りない場合、おにぎり等を持参してよいか

・災害等で給食が停止した場合、給食費は返金されるか

等々



諸報告資料

中学校給食調理等業務委託業者の選定結果について

平成３０年５月２１日

学 校 教 育 課

平成３０年度から開始する標題の事業について事業者を公募したところ、７件の応

。 、 、募がありました 応募のあった７件の事業者について選考審査を行い 下記のとおり

優先交渉権者を決定しました。

記

向日市中学校給食調理等業務委託委託業務名

平成 年 月 日(金)から同月 日(金)まで募集期間 30 4 6 27

平成 年 月 日（木）プレゼンテーション 30 5 10
及びヒアリング審査

・応募件数 ７件審査結果

・優先交渉権者：コック食品株式会社

所 在 地 大阪府大東市御領

創 業 昭和４２年３月

資 本 金 ３，０００万円

直前決算 ２３億２，３１９万円

正社員数 ２７６人

契約締結日から平成 年 月 日まで業務履行期間 35 3 31


